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Cま じ めLこ

我が国の産業界 にお ける情報化 は、企業内利用 にとどま らず産業 間を横断的に網羅 した

企業 間ネ ッ トワー クの構築 へ と急速 に進展 してい る。

最近で は、業界、業 際にまたが る企業間にお いて、 これ までの書類 を中心 とした取引形

態か らネ ッ トワー クを利用 した電 子データ交換(EDI)へ の動 きが活発化 している。ま

た、EDIに よる商取 引で は、企業系列を越 え、業種を越え、そ して国境 を越えて グロー

バ ルに自由に展開 されるよ うにな って きている。

しか しなが ら、EDIを 円滑 に推進するに当たっては、通信 プロ トコル、 ビジネスプロ

トコル等の各種の取 り決めにつ いての標準化やルール化 が必要不可欠であ り、特 に電子取

引のルール化につ いて は、法 的諸問題を始 めペ ーパー レスで実現す る新 しいルールを整備

してい く必要がある。

従 って、本調査研究で は、法律 の専門家及 び企業等の実務家によ る 「電子取 引調査研究

委員会」を設 けて、主 に法的側面か ら電子取引の実態把握 と問題の分析 、対策等 の検討を

行 い、電子取 引のガイ ドライ ンを作成す ることと している。

本年度において は、モデル業種を対象 と して、電子取引 の事例分析及びその法的考察を

行 い、その成果を中間報告 として取 りま とめた。今後 は、モデル業種及び これ と関連のあ

る業種 における電子取 引のガイ ドライ ン作成に向け、更 に詳細 な検討を行 うことと して い

る。

最後 に、本調査研究の実施にあた って ご協力を頂いた委員を始 め、関係各位 に対 し、深

く感謝 の意を表 します。

平成3年3月

財団法人 日本情報処理開発協会

産 業 情 報 化 推 進 セ ン タ ー
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第1章 序 論

1.1調 査研究の概要

我が国における買手 と売手 との商取引の手続 きで は、物 の製造や 引き渡 しに関連 して、

両者 間で多 くの情 報が交換 され、取 引の事実を証明す るための文書等が作成 されて いる。

文書 は、取引契約の安全 と確実化のために重要 な役割を果た して お り、最 も一般的 な も

の と して利用されて きた。

しか しなが ら、 コンピュータと電気通信の発達 とと もに、事務処理 や情報伝達 の迅速

化 ・簡易化のニーズが 高ま り、商取引データの伝達手段が多様化 して きた。

これまでの企業間で行 われる商取引に際 し、各種 の帳票、書類が交換 されていたが、

コンピュー タの導入 によ り、発注者側の出力帳票を受注者側で再入力 した り、一歩 進ん

で磁気テープなどに出力 して、そのまま受注者側の コンピュータに入力する方法が と ら

れ るよ うになった。

さらに、通信回線 の利用が進み、 コンピュー タとコンピュー タの間で直接 にデータの

交換が行われるよ うに な った。 このよ うに商取 引の形態 を大 きく変えて い くものが、

EDI(ElectronicDataInterchange:電 子データ交換)で あ る。

EDIは 、企業間の商取 引を コンピュータネ ッ トワー クを駆使 して、迅速に、正確 に、

効率よ く行 うための最良 の手段であ り、取引の範 囲が業界横断的に広 がれば広が るほど

各企業はさまざまなメ リッ トを得 ることがで きる。EDIの メ ッセー ジが書類 と同等 の

意味 と機能を持 ち、か っ企業 間の データ交換 に用いることによ り書類の交換 と同 じ効 力

を持つ ことがで きる。 しか しなが ら、現行 の法律上で は必ず しもEDIに おける法律関

係が想定されていない面があ る。

従来の紙 に依存 して きた権利義務 の確定をペ ーパー レスで実現す ることになるので、

電子データによる取 引(電 子取引)を 円滑に推進す る上で は法的側面か らの検討が必要

とな る。

従来の文書等 によ る取 引とは違 った意味でのいろいろな問題が生ず る もの と思われ る

ので、 このよ うな電子取 引に関 して どのような問題が生 じるのか法 的視点に立 って総合

的 に分析 ・検討す るこ とが本調査研 究の目的で ある。
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(1)EDIに 必要な取決め

EDIは 、従来の書類ベ ースによ る取 引とは異 な り、人 間の介在 しない電子的な

取引形態であ り、多数の異な る企業 間で も同一 の業務な ら自由に業務処理がで きる

ところに大 きな特徴があ る。そ こで 、EDIに 参加す る企業 の数が多 ければ多 いほ

ど、各企業の間で次のよ うな各事項 について1つ の合意、っ ま り共通的な取決め

(図1-1を 参照)が 必 要であ る。

EDIに 必要な取決めは、下位 レベルか らill頁に4つ に分類 する ことがで きる。

① 情報伝達規約(第1レ ベル)

相手企業の システ ムと接続 す るたあに、お互 いに使用す る通信回線の種別や伝

送制御手川頁な どの通信プ ロ トコル と も呼ばれ る。 この部分 は、OSIの7階 層 と

アプ リケーシ ョンとのイ ンター フ ェースの集合に相 当す るもの と考え られている。

また、第1レ ベルと第2レ ベル との インターフェースがユーザーの領域で存在 し

て いる。そのイ ンターフェースで与え られ る機能 は、それぞれの レベル における

取決め と関係 して いる。

② 情報表現規約(第2レ ベル)

このネ ッ トワー クシステムにのせて転送す る取引業務等に関す るデータを双方

の コン ピュー タが理 解で きるよ うにす るための取決 めで、 メ ッセ ージの フ ォー

マ ッ トやデータコー ドに関す る取決 めである。

第2レ ベル は、具体的 な適用業務 に大 きく依存 したデータコー ド/フ ォーマ ッ

トの問題なので、ユーザ ー間の調整が必要で あ り、以下の要素で構成 されてい る。

・標準 メッセー ジ

・シンタックスルール

・データエ レメン トデ ィレク トリー

・データコー ド表

③ 業務運用規約(第3レ ベル)

システム運用規約 ともいわれ 、EDIに よ って結合する業務処理 システムの運

用のための規約であ る。 この レベルに含まれ る要素 は、第2レ ベ ルのよ うに明確

にはな っていないが、以下 のよ うな規約が含まれてい ると考え られ る。

・システ ム運用 に関す る規約(業 務処理 システム レベル)

・業務運用に関す る規 約(最 終ユ ーザー レベル)

第3レ ベルの規約 は、例え条件判断が伴 って も機械的に運用 の処置が決め られ

る ものが中心になる。一般的 に大規模 システムで は、業務処理 システムにこれ ら

一2一



の ロジ ックを組み込んで 自動化す る場合 もある。 あ らか じめ想定 され る障害 につ

いての復 旧処理 など もこの レベルに入れ ることがで きる。

④ 基本取引規約(第4レ ベル)

どのよ うな取引業務 をEDIで 行 うかなど、双方の契約 に関す る基 本的な取決

めで ある。オ ンライ ン取 引基本契約 とかEDI取 引基本契約 と呼ばれる もので 、

現在で はまだ一 般化 されていない。

EDIに よ って相互 に商取引を行 うことを明示 した企業 間のオ ンライ ン取 引基

本契約の中に は、その法 的有効性の確認 や事故発生 時の損害賠償責任 、通信及 び

VAN利 用料 の費用分担 などを明記 した ものがあ る。

民法の契約 に関す る一般原則は必ず しも文書交換 を要求 して いないが、商取引

の安定 と安全 を確立す るために証拠書類の交換 を要件 とす る契約が多 い し、法的

に文書化が 義務づ け られ ている もの もあ る。特 に、当事者 間契約 で は、電子 的

データ交換 によるペ ーパ ー レス取引の有効性 と責任範 囲を取決める ことが重要で

ある。

A社 B社
取引に関する規約

一

④ ネ ッ ト ワ ー ク

4 規約な ど 一
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シ ② 情報表現方法の規約 ;
メ ッ セ ー ジ フ ォ ー マ ッ ト、

○○ ロ コ ブ データ・一ドへ
○○ 四〆 、

/① 情報伝達方法の規約 卜、

< 伝送制御手順、ファイルのアクセス手順 〉＼」/

図1-1EDIに 必要 な取決 め
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(2)対 象 とするEDIの レベル

企業間の商取引に関連す るデ ータを、電子的 なデ ータ交換によ って行 う場合 には、

法律的有効性 を確保 した り、業務的連結を有効 に実現す ることが必要 であ る。

電子データの取引では、EDIの 仕組みに一定の条件 を設 け、それをEDIの 当

事者がそれぞれ契約によ って確認す る ことによ り、EDIに よる電子 データの取 引

を法的 に有効 とす る手続 きが とられて いる。 しか しなが ら現状 では、EDIに よる

取 引の有効性 にっいて法制度上の一般 則が確立 されていない ことと、実用化 レベル

で確立 された完全な取決めを行 ってい る例はない もの と思われ る。そ こで 、本調査

研究では、EDIの 取決 めの うち主 に システム運用や業務運用、及びオ ンライ ン取

引基本契約 に係わる取決 めで ある第3レ ベ ルと第4レ ベルを中心 に検討作業 を進め

ることと して いる。

第3レ ベルと第4レ ベルの区分 は、次の よ うに考え る。企業 間でEDIの 取決め

の調整をす る時、社 内の業務処理 マニ ュアルを見なが らシステ ム担当者 や業務処理

担 当者 の範囲で取決め内容の策定が可能なのが、第3レ ベ ルであ る。一方 、第4レ

ベルは、責任者 の判断項 目にな って いたり、社 内のマニ ュアルなどには記載 されて

いなか った りして、担当 レベルでは、取決め内容を策定で きないよ うな商取引に関

す る取決め項 目である。

第4レ ベルの取決め内容 は、法制度的な ものが中心 にな ると考 え られ る。例えば、

契約成立時点、 ログ ・データ(履 歴 データ).の 取 り方 と保存方法、事故(復 旧不可

能 な障害)時 における責任 の所在 、損害賠償 の必要性 の判断基準 と損害賠償方法な

どの項 目で ある。

(3)基 本方針

企業間における電子取引の システ ム形態等 にっ いては、 さまざまなバ リエー ショ

ンがあ るので、本調査研究 を進 めるに当た っては、ある程度、電子取引の システム

形態等をパ ター ン化 し、調査対象範 囲を絞 り込む こととした。電子取引のパ ター ン

を特定す るにつ いては、以下 に示 すよ うな切 り口か ら分類 し、その中か ら本調査の

対象 とす るい くつかのパ ター ンを選定す ることと した。 さ らに、選定 したパ ターン

に合 うモデル業種を選 び、モデル業種 を中心 に電子取 引に関す る諸問題 について検

討を行い、その中か ら電子取 引における法制度面 を踏まえ たガイ ドライ ンを策定す

ることと した。本年度において は、モデル業種を中心 と した電子取 引の事例分析 と

その法 的考察 までを とりま とめ ることと した。
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① システ ム形態

EDIに おけ るシステム形態 は、 システムの処理方式等によ り大 きく区分 され

る。

システ ムの処理方式 と して は、 フ ァイル転送型 と リアル接続型 に分 けることが

で きる。

フ ァイル転送型 は、デー タを一括送信 し、 ファイル に格納 した り、格納 された

フ ァイルか らデータを一括受信す る方式であ る。

リアル接続型 は、 データー件毎にパ ススルーす る方式であ り、 データの送受信

を即 時に処理す ることがで きる。

また、データ送受信方法 については、以下に示すよ うに取 引当事者間だけで な

く、VAN会 社、VAN運 営会社 などを介在するい くつかのケースが考 え られ る。

イ.取 引当事者間の直接 デー タ送受信

ロ.VAN会 社経由のデータ送受信

ハ.VAN会 社経由(VAN運 営会社が有)の デー タ送受信

二.VAN会 社2社 経 由のデー タ送受 信

ホ.VAN会 社2社 経由(VAN運 営 会社が有)の データ送受信

対象 とす るシステ ム形態について は、 ファイル転送 型を中心 と した典型的 なモ

デル システ ムを中心 に取 り上 げ、段階的にモデル システムを拡 大 して行 くことと

した。 一

② 取引関係

EDIは 、単 に受発注の当事者間(メ ーカー、卸 、小売等)だ けで な くVAN

会社、運送業者 、金融機関など多数の関係者が関与 して いる。(図1-2を 参照)

このよ うな ことか らEDIの 対象 とす る業務や取 引関係については、あ る程度

取引の対象範囲 を絞 り込む必要があ る。
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出

荷
指
図

受注

確認

納品・請求

支払

発注

受注

確認

納品・請求

支払

発注:契 約の申込 み

契約の成立 受注:承 諾

確認:注 文 データの確認

図1-2取 引関係

③ 取 引データの交換形態

取引デー タ交換の形態 について は、 さまざまなバ リエー シ ョンがあ り、その形

態 ごとた個 別契約の締結方法、成立時期等が異 なって くるもの と思われ る。

一般 にEDIの 適用範 囲は、あ くまで も商取引のためのデー タを通信回線を介

して、 コンピュー タ(端 末 も含む)間 でオ ンライ ンによ りデ ータ交換す る ことで

ある。

この ことにより、取引デ ータの交換形態 は、オ ンライ ンによるデ ータ交換 を対

象 とす る必要が ある。オ ンライ ンによ るデータ交換 は、単方 向型、双方 向型の2

つ に分 けることがで きる。
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1.2電 子 取 引 の パ タ ー ン化

電子取 引 システムのパ ターン化 について は、以下 に示す よ うな視点 か らシステ ムの類

型化を行い、い くつかのパ ター ンに分類 した。現実的には、分類 したパ ター ンにの らな

い システムのバ リエー ションがあ った り、実存 しないパ ター ンも含まれ るが、本調査研

究 の対象範 囲を絞 り込む手段 としては有効な方 法であ る。

(1)シ ステム形態のパ ター ン化

まず第1に 電子取引におけるシステム形 態を大 きく分類す ると、フ ァイル転送型

と リアル接続型の2つ に分 けることがで きる。.

ファイル転送型 によ るデータ交換方法は、バ ッチ処理を前提 と したメール ボ ック

ス方式で あ り、企業間接続の主流 となってい る。

リアル接続型 によるデータ交換方法 は、データの リアル中継処理 を前提 と したパ

ススルー方式であ り、企業間接続 としては希なケースと して存在する。

次に、それ ぞれのパ ター ンにっいてデー タ送受信方法で分類す ると、① 取引当事

者間直接型(図1-3を 参照)、 ②VAN会 社介在型(図1-4を 参照)、 ③VA

N運 営会社介在型(図1-5を 参照)に 分 け ることがで きる。

そ こで、調査対象 とする システム形態は、 ファイル転送型のVAN会 社介在型 と

VAN運 営会社介在型の2種 類に絞 ることとした。

(乙1)

発注者 〔契約形態〕

(甲1)一 〔 〕.甲 ←⇒乙(取引契約)
受注者
HOST

(乙2)

〔 〕 発鰭(注)

〔〕 ・甲1-2(受 潴)
・乙1～4(発 注 者)

データの流れ

契約の締結



刷菖

(甲2)

受注者

端末

[9

曙

'(乙
1)

発 注 者

〔…〕

(乙2)

発注者

口
(乙3)

発注者

口
(乙4)

発注者

Cf9)

〔契約形態〕

・甲⇔⇒乙(取 引契約)

① 甲乙←⇒丙(VAN利 用契約)

② 甲⇔⇒丙,乙 ぐコ⇒丙(〃)

③ 甲⇔⇒丙,乙 ⇔⇒丙,甲 ⇔⇒ 乙

(注)

・甲1～2(受 注者)

・乙1～4(発 注者)

・丙(VAN会 社)

・← → デ ー タの 流 れ

・⇔ ⇒ 契約 の締 結

(〃)

図1-4VAN会 社介在型

(甲1)

受 注 者

HOST

－

(甲2)
受注者

端末

CEE)

(丙)
VAN会 社

[[9]

(丁)

VAN

運営会社

図1-5VAN運 営会社介在型

(乙1)

発注者

Cf9)

(乙2)

発注者

口
(乙3)
発注者

CE9)

(乙4)

発注者

口

〔契約形態〕

・甲←⇒ 乙(取 引契約)

① 甲乙⇔⇒丙(VAN利 用契約)

丁←⇒丙

② 甲⇔⇒ 丙,乙 ⇔⇒丙(〃)

丁⇔⇒ 丙

③甲←自〉丙,乙 ⇔⇒丙,甲 ⇔⇒ 乙

丁←⇒ 丙,甲 ⇔⇒丁,乙 ←⇒ 丁

(注)

・甲1～2(受 注 者)

・乙1～4(発 注 者)

・丙(VAN会 社)

・J(VAN運 営 会 社)

・← → デ ー タの流 れ

・← ⇒ 契 約 の締 結

(〃)
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(2)取 引関係のパ ター ン化

取 引関係 につ いては、業種 ・業態 などによ りいろいろなパ ター ンが考え られ る。

例 えば、受発注業務 を中心 と した場合の取引の当事者間 と して は、以下 に示すよ う

な取 引関係があ る。

イ.メ ーカー ・卸売間

口.組 立 メーカー ・部品 メーカー(加 工 メーカー)

ハ.メ ーカー ・下請企業間

二.卸 売 ・小売店間

ホ.素 材 メーカー ・商社 間

へ.メ ーカー ・ボランタ リチェー ン間(小 売、卸売)

また、金融機関 とは決済関係が 出て くる し、運送業者 とは輸送 関係が 出て くる。

場 合によ っては、海外 関連会社 との取 引関係など もあ り、多数 の関係者が関与 して

い る。

最近のネ ッ トワ三 ク化の急速 な発展 に伴て、V .AN会 社 あるいはVAN運 営会社

を介在す るケー スもあ り、取 引の 当事者間だけで はパータ ン化で きな い状況である。

そ こで、取引関係のパ ター ン化 にっ いては、EDIの 典型的な モデルであ る受発

注業務を中心 と した取引関係 に限定 し、段 階的に関係す る当事者を増や して行 く必

要があ る。

そ こで、調査対象 とす る取引関係 については、受発注業務を中心 と した場合の各

当事者 を電子取引の対象 とす ることと した。

①VAN会 社介在型 の場合

・受注者

・発注者

・VAN会 社

②VAN運 営会社介在型の場合

・受注者

・発注者

・VAN会 社

・VAN運 営会社
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(3)取 引デ ータの交換形態のパター ン化

取引デ ータの交換形態のパター ン(図1-6を 参照)と しては、単方 向型 と双方

向型に分 けることがで きる。

単方向型のデー タ交換 は、発注 データ又は、受注 デー タのみを相 手方 に伝送す る

方式である。

双方 向型 のデータ交換 は、発注デー タと受注 データ(確 認 データ も含む)の 双方

を相手方 に伝送す る方式である。

そこで、調査対象 とす る取引デー タの交換形態 は、①単方向型、又 は②双方向型

の どち らかを対象 と し、実際のモデル業種 によ り選択す ることと した。

嗣
受注者

自
画

受注者

発注 デー ター
発注者

口
発注者

口ご≡≡笥
(確認 デー タ)

図1-6取 引データの交換形態
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1.3モ デ ル業 種 の選 定

現状 にお けるEDIネ ッ トワー クのほ とん ど は、企 業 グル ープ ごと、業界 内ネ ッ ト

ワー クごとにEDIの 導入が進んで いる。多 くの大手企業におけるEDIの 導入 は、個

別企業群 ごとの垂直的ネ ッ トワークと して拡大 している。一部のネ ッ トワー クで は、業

種 の枠を超えた業種横 断的(業 際)EDIも 実現されつつある。特に、流通業界では業

界標準を策定 し業界 内のEDIの 導入が急速に進んでお り、今やEDI導 入の牽引車の

役割を果た して いる。 また、業務的 に も受発注処理中心 か ら関連業務を含 めた総合的な

EDIへ と発展 しつつ あ る。

一方
、製 造業を中心 としたEDI導 入にっいては、主 に電子機器業界、 自動車業界 な

どで活発に導入 されて い る。'いずれ も資材VANと 称する製造業独 自のEDIで 比較的

に大企業 とその系列企業 を主体 と した関係企業 グループのネ ッ トワー クとなっている。

日本電子機械工業会(EIAJ)を 中心 とす る電子機i器のセ ッ トメーカー、部品メー

カー間の各種資材の受 発注取引のEDIは 、かな り大規模 なネ ッ トワークへ と発展 して

いる。

さ らに、関係業界 を始 めと し総 合商社、海運港湾、航空貨物、旅客輸送 、旅行業 、金

融業等の各業界 レベ ルにおいて もEDIの 導入が進展 している。

以上のよ うな状況か ら、本調査研究 の電子取 引のモデル業種 と して消費財流通業 にお

けるEDI導 入の代表 的な業種 であ る日用雑貨業界のネ ッ トワーク事例のプラネ ッ ト

(図1-7を 参照)と 、製造業における資材流通の代表 的なEIAJを 核 とす るネ ッ ト

ワーク事例 の電子機器業界(図1-8を 参照)を モデル業種 と して選定 した。

2つ のモデル業種 における契約形態 は、それぞれに大 きな特徴 があ る。

プ ラネ ッ トにおける電子取引の契約形態 は、取引当事者間でオ ンライ ン取引基本契約

書 を個別 に締結せず、 プラネ ッ トとの間で個 別にVAN利 用契約が締結 され ることとな

る。

一方
、EIAJに お ける電子取 引の契約形態 は、rオ ンライ ン取 引標準 システム基本

契約書 』に基づ き、取引当事者 間で個別契約 を締結することが基本 になる。

また、VANを 利用す る場合 には、VAN会 社 と取引 当事者 間でVAN利 用契約書を

締結す る ことになる。但 し、取 引当事者間のデータ授受の方 法は、VANの 接続形態に

よ り異 な って くる。

以上 により本調査研究の電子取 引の モデル業種 として上記 の2業 種 を取 り上 げること

とした。
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(乙1) 〔契約形態 〕

発注者

∈ 〕'甲 ←⇒乙(取 引契約)

(甲1)

受注者(乙
2).甲 乙⇔⇒丁(VAN利 用契約)HOST

発注者

∈ う(丙)〔 三 〕 丁　 丙
VAN会 社

(甲2)〔 三 〕 轟 音

㌶ 者 〔三 〕

〔三 〕(‡)㈲
発注者

v蓮暑
会社 〔三 〕

図1-7プ ラネ ッ ト事例(フ ァイル転送型 ・VAN運 営会社介在型)

(甲1)

蒜 ぎ

〔…〕

(甲 、)

麟者

口

(丙)
VAN会 社

ε

(乙1)

発注者

∈ 〕

(乙,)

発注者

口
(乙3)

発 注者

口
(乙 、)

発 注者

〔三 〕

〔契約形 態〕

・甲⇔ ⇒乙(取 引契約)

・甲←⇒丙,

乙⇔⇒ 丙(VAN利 用契約)

図1-8EIAJ事 例(フ ァイル転送型 ・VAN会 社介在型)
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第2章

プ ラネ ッ トにお ける電子取 引の事例分析





第2章 プ ラ ネ ッ トに お け る

電 子 取 引 の 事 例 分 析

2.1業 務処理の概要

(1)日 用雑 貨業界の概要

日用雑 貨業界及 び一般化粧品業界は、石鹸 ・洗剤 ・歯磨 ・歯 ブラシ ・シ ャンプー

・リンス ・生理用品 ・テ ィッシュペ ーパー ・カ ミソ リ及 び一般化粧品な どを製 造販

売する業界で、 メーカー約700社 、卸店が約3000社 、小売店が約30万 店に

よって構成 されてい る。

日用 品雑 貨業界及 び一般化粧品業界の流通は下記 に分 類 され る。

① 直接一般家庭を訪問 し販売す る"訪 問販売チ ャネル"

② メーカーが系列の販売会社を介 して小売店に販売す る"販 社流通 チ ャネル"

③ 卸店を経由 して小売店に販売す る"卸 店流通 チ ャネ ル"

企業 間通信をす る場 合、 メーカー系列の販売会社 については、その販売会社 はそ

の メーカーと して通信す る必要 はないため、 どのよ うな通信方式を採 ろ うと他 に影

響を及ぼす ことはない。

いま問題 とな るのは、業界の大半を 占める卸店流通 チ ャネルの部分であ り、 ここ

に多数の メーカー と多数の卸店が あり、潜在的な企業 間通信ニ ーズが存在す る。現

に、昭和50年 後半 には、 メーカー数社が各 々独 自に対卸店 ネ ッ トワー クを進 めて

お り、卸店の方 もメーカーとのネ ッ トワーク化 を しよ うとい う動 きが見 られ 、放置

してお くと、とてっ もないrVANの 錯綜』に陥って しま う恐れがあ った。(図2

-1を 参照)

m社 n社

,VANI之
1

1VANl ○

lVANI＼

＼

ン
i ＼

○

図2-lVANの 錯綜
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(2)プ ラネ ッ ト設立の経緯

日用品雑 貨業界では、昭和55年 よ り業界大手のライオ ン㈱ が卸店 とのオ ンライ

ン ・ネ ッ トワー クの構築を進めてお り、昭和60年 の時点で は146の 卸店 とのネ

ッ トワークを実現 していた。そのよ うな状況の中で、卸店 の 『端末だ らけ』現象を

憂慮 してユニ ・チ ャーム㈱が端末機 の共 同利用を申 し入れ た。

その当時、ライオ ン㈱ の社内では、rVANの 研究会』 とい う私的な研究会が あ

り、業界VANを 始めない限 り業界 の システム化 は進 まない とライオ ン㈱の トップ

に提案を していた。そんな中でユニ ・チ ャーム㈱の申 し入れば真剣 に業界VANの

設立を考え るキ ッカケとな った。

このよ うな経緯 の もと昭和60年 年頭よ りライオ ン㈱ とユニ ・チ ャーム㈱が手分

けを して、業界のメーカーで ある㈱資生堂、サ ンスター㈱、 ジ ョンソン㈱、十條キ

ンバ リー㈱、牛乳石鹸共進社㈱ の6社 に呼び掛 けを行 い昭和60年8月 にVAN運

営会社 として㈱ プ ラネ ッ トが設立 され た。(図2-2を 参照)競 争会社ばか りの8

メーカーが合意 した とい うことは、それだ け業界内のニーズが逼迫 していたという

ことであ る。

今 日、参加 メーカー35社 ・接続卸店数260社 に及 んでいるが、8メ ーカーの

勇気あ る決断が真 に証 明されて いると言え よ う。
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=仕 入 データ⇒

=請 求 データ⇒

仁 販 売 データ=

仁 在 庫 データ=

=商 品 データ⇒

メディア変 換

AX信 号

AN運 営会社

プ ラネ ッ ト

卸店

口

口

口

口

口

口

60社

図2-2プ ラネ ッ トの業界VANの 体系
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(3)VAN運 営会社 と してのプラネ ッ ト

業界 の企業 とい うのは全て競争会社であるか ら、なか なか統一的な業界VANを

実現す ることは困難で ある。

そ こで、 プラネ ッ トは業界の共通す るニ ーズを もとに、統一 的なシステムにまと

め、それを公共性の ある専門のVAN会 社 に一括 して依頼をするとい う"VAN運

営会社"方 式 とい う新 しい構造 を考え出 した。っま り、"VAN運 営会社"で あ る

プ ラネ ッ トは、デ ータ通信を全て専門のVAN会 社 に委託 し、プラネ ッ ト自身 はデ

ー タを扱わな いことによ って
、競争企業同士のデータの機密が完全に守 られ るとい

う構造に したのであ る。

(4)プ ラネ ッ トの役割 と機能

VAN運 営会社 と してのプラネ ッ トの役割 は次の通 りである。

① 通信 ニーズの とりまとめ

業界 のメーカー、卸店の企業群同士 の共通のデータ通信ニ ーズをとりま とめる。

② 標準化の推進

通信 プロ トコル(通 信手段)、 伝送 フ ォーマ ッ ト、 コー ドの標準化を行 いVA

Nを 安 く効率的 に利用す る。

③ ネ ッ トワークの運営会社

業界の商習慣 にマ ッチ したオ ンライ ン取引 システ ムを開発 し、運用規定通 りに

受発信を してい るかの監視 を行 う。
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(5)デ ータ交換の概要

現在プ ラネ ッ トでは次の6種 類 のデ ータ交換 サービスを行 ってい る。(図2-3

を参照)

メ ー カ ー

・受 注 シス テ ム

・出荷 シス テ ム

・売 掛 システ ム

・販売統計

システム

・流通在庫

システム

①発注 データ
←

②仕入デー タ
→

合
↓
↓

熱
デ

鱗

④販売 データ
←

⑤在庫デー タ
←

⑥商品 データ
→

プ ラ ネ ッ ト

イ ンテ ック
(VAN会 社)

蓄積 ・交換

コ ー ド

・万 一マツ1変 換

①発注デ ータ
←

②仕入 データ
→

夕
A
三照

デ
求請③

↓

④販売 データ
←

⑤在庫 データ
←

⑥商品デー タ
→

卸 店

・発 注 システ ム

・仕 入 シス テ ム

・買掛 シス テ ム

・売上集計

システム

・在庫管理

システ ム

① 発注 データ:商 品を発注す るデー タ

② 仕入デー タ:商 品を納品す るデ ータ

③ 請求照 合データ:代 金を請求 す るデ ータ

④ 販売デー タ:小 売店に販売 したデータ

⑤ 在庫 データ:在 庫を報告す るデータ

⑥ 商品 データ:商 品名、商品 コー ド、価格、サイズ等のデー タ

注1)① ・② ・③ は、商品取 引の基本 デー タ。

注2)④ ・⑤ は、卸店 ・メーカー双方 合意 の もとデータ交換 を行 う。

図2-3デ ー タ交換 の種類
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(6)VANの 接続形態

VANの 接続形態は、送信者 、受信者が1社 ごとにVANに 接続 するのが基本で

ある。(図2-4を 参照)

但 し、一部の社内ネ ッ トワー ク未整備のユーザーは図2-5に 示す接続形態 をと

っている。

送 信 者 社 内 ネッ}ワーク ー… 一

送信者拠点1一 i
…

送信者拠点2一 一 送信者

●

●

送信者拠点n一

受 信 者社 内ネッ1ワーク

1

.

I

I

I

'

1

'

`

一 受信者拠点1

受信者 一一 受信者拠点2

●

■

一 受信者拠点n

図2-4VANの 接続形態

《送信者》

送信者拠点1

送信者拠点2

一一 受 信 者 社 内 ネッ}ワーク

送信者拠点n

i
一 受信者拠点1

受信者 受信者拠点2

●

●

一 受信者拠点n

図2-5社 内ネ ッ トワーク未整備の場合の接続形態
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(7)デ ー タ送受信の基本パ ター ン

プラネ ッ トの標準プ ロ トコル(通 信手順)はJ手 順 と全銀手順であ り、データ送

受信の基本パ ター ンは、図2-6に 示す通 りであ る。

《送 イ言 者 》 《VAN》 《受 信 者 》

データの方 向 ● 一 一 ー ー 一 一 ● ll>●

送信者か ら受信者へ伝送す る

データをVANへ 送 り込む。

受信者 は受 け取 るべ きデー タを

VANへ 取 りにい く。

図2-6デ ー タ送受信の基本パ ター ン

2.2運 用に関す る基本事項

(1)発 注者 ・受注者 ・VAN会 社 の運用時間

発注者 ・受注者がVAN会 社 を通 じてデー タ交換を行 う理 由の一つ に、VAN会

社 の運用 時間が早朝か ら深夜 にいた ってお り、都合の良 い時間帯 にデータを送受信

で きるところがある。

プラネ ッ トの運用時 間は原則 と して朝7:00か ら夜22:00迄 であるが、従

来 データ種別毎に(例 えば、発注 データ、仕入デー タ…)運 用時間帯を設定 して い

たのをサービスの拡 張を行 い全 デー タ種共通 の運用時間帯 と した。

運用 日について も、 日曜 日と年末31日 か ら年初1月3日 までを除 く日は祝 祭 日

といえ どもサー ビスを行 っている。

一部のユーザーか らは、 日曜 日運用の要望や24時 間運用の要望が出ているが、

今の ところ対応 していない。

社会的背景 として、年 中無休24時 間営業の コ ンビニエ ンス ・ス トアが台頭 して

お り、運用時間帯の拡 張について は、いずれ実現 しなければな らないと考えている。

(2)デ ータ授受の タイ ミングとその確 認方法(伝 送完了 とみなす タイ ミング)

前述の通 り、発注者 と受注者はVANの メールボ ックスを介 してデータ交換を行
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うが締め時刻の取 り決 めは発注者 と受注者が個 々に行 っているのが現状で ある。各

企業固有の社 内事情が ある為 、ルール化 しず らい部分があ り、現在の ところ業界の

標準的な締め時刻 はない。

ところで、データ交換時において伝送上の障害 については、VAN会 社 のイ ンテ

ックに運用監視の為設置 してあるフ ィール ド・サー ビス部が全運用時間帯 に運用監

視を行 い障害が発生 した場合 、該 当ユーザ ーに電話での フォローを行 うとともに毎

日プラネ ッ トに も障害状況 レポー トの提 出を行 って いる。

運用監視の精度の高 さについては自信があ るが、残念なが ら発注者か ら伝送すべ

きデータが間違 いな く伝送 されているかど うかは、VAN会 社で は判断がっかない。

正確 なデー タ伝送 を行 うには、

i)デ ータをメールボ ックスへ伝送する発注者が正 しいデータ(チ ェック後 デー

タ)を 正常 に伝送す ること

li)伝 送上の障害があれば、VAN会 社でのチ ェックがかか ること

血)VAN会 社 はメールボ ックスに蓄積 されたデータを正 しく振 り分け ること

iv)振 り分 け られ たメールボ ックスか ら受注者が正常に受信す ること

以上の条件が満 たされ ることで あるが、発注者側での十分 なチ ェック体制 がない

と、出発点で ある上記i)の 条件が満足 されな くなって くる。

具体的には、発注者が伝送す べきデータが間違 いな くVAN会 社の メールボ ック

スに蓄積 され たことを確認 しなければな らないが、プ ラネ ッ トで は、発 注者 が容易

にVANで の蓄積件数を検索で きる仕組を用意 してい る。

万一の伝送 ミスが あれば、欠品 ・納期遅れが生 じて円滑 な商取 引がで きな くなる

為、プラネ ッ トで は発注者に対 して従来以上の運用監視を強 く要望 してい る。

このよ うに して正 しくデー タ交換を行っているが、決め られ た適正な時刻 にデー

タ交換がなされて いるとは別問題であ る。

プラネ ッ トユ ーザ ーの発注者 と受注者 との締 め時刻の取 り決め は、実務上 の制約

か ら余裕のある取 り決めにな って いないのが実情であ る。

例えば締 め時刻が午前11時 というよ うに取 り決め られて いると、発注者 は10

時50分 にデータを伝送 し、受注者は11時10分 にデータを受信す るとい う具合

であ る。

一見20分 の余裕があ ると見受 けられ るが コンピュー タの処理遅れが一旦発生す

ると余 裕ど ころか非常 に きび しい状況に陥 って しま う。

た まにで はあ るが、発注者 はデータを伝送 したつ もりであ って も発注者が それを
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受信 していな くて納期遅れ にな った ことを耳 にする。プ ラネ ッ トの伝送 フォーマ ッ

トには伝送時刻 ・振分 時刻を設定 する項 目はないが、ひ とつの アイデアと してVA

N内 で 当該のタイムスタンプをセ ッ トすれば トラブル時の原因解明 も容易 に行え る

と考え る。(図2-7を 参照)

発注者

※△ はブ ランク

VAN会 社

振
り
分
け

L「 』
↓ ↓

受 振

信 分
発注デー タ

時 時

刻 刻

受注者

受 振

発注 信 分

データ 時 時

刻 刻

※受信 時刻:VANが データ

受信を完了
した時刻

※振分 時刻:受 注者 のデータ

受信開始可能
時刻

図2-7タ イムスタ ンプの概要

(3)取 引内容の変更方法

プラネ ッ トの発注 データは、発注訂正 ・返品 データを通信 して いない。現在、発

注取消 ・発注数量の訂正や さらに納品 リー ドタイムの変更 ・着荷 日の指 定や返品等

にっ いては、実運用上の事項 として発注者 と受注者 とが個 々にFAX、 電話で連絡

し調整を行 っている。

(4)運 用上 の責任範囲

契約上 その責任範囲を明確 に してお く必要が あるが、通信業者が障害によ って生

じた損害のすべてを賠償す ることは事実上不可能であ り、 さ らにその賠償額 を適正

に評価することも難 しい。従 って、障害発生 の要因 ・損害賠償の範囲を極 力限定す
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ることが肝要 であ る。

た しかに万全の措置を とって も障害 は皆無 にはな らないが、何 に もま して障害が

発生 しない為の対 策、並びに一度発生 した障害が二度 と発生 させない為の再 発防止

策 につ いての検討 ・実 施が重要である。

障害を発生 させない ことと供に重要な事項 は機密保持で ある。プラネ ッ ト通 信サ

ー ビス契約書で はr本 契約及 びこれに もとつ く本件 サー ビスによ り知 り得た相 手方

の業務上の機密を、本契約期間中のみな らず契約終 了後 も第三者 に漏洩 して はな ら

ない』 との契約 条項を記載 している。

(5)デ ータ保存期間

VANの 基本的な機能 は、発注者 か ら受注者へのデー タ受 け渡 しであるので長期

間に渡 るデータ保存 は不要であ ると判断す る。 た しかに、ユーザ ーである発注者 ・

受注者 は極力長期 間のデー タ保存 の要望をするか もしれないが、VAN側 での必要

資源 も考慮の うえ、適切な保存期間で運用する ことが望 ま しい。

データ保存期間 は契約条項 もしくは運用上 の細則 と して明記す る必要が ある。 プ

ラネ ッ トの場合 は、運用の細則 と して利用規定 を設 けてい るが 、下記の記載を して

いる。

但 し、年末年始の4日 間(12月31日 ～1月3日)は 、VANの 稼 働は しない。

利 用 規 定

6.通 信デー タの保管期間

仕入 ・発注 ・請求 ・販売 データは暦 日で7日 間、新商品案内デー タは14日 間を

保管期間 と します。但 し年末年始の4日 間は、保 管期間の算 定に含み ません。

(6)取 引証拠 の作成 と保存方法

発注者 はVAN会 社を通 じてrデ ータ』で発注を行 うが、その証拠書類で ある発

注票をペーパ ーに出力又 はマイ クロフィッシュを作成 してお く必要があ る。

同様に受注者 は、受注票 としてペ ーパーに出力又 はマイ クロフ ィッシュを作成 し

て保存 しなけれ ばな らな い。

『法人税法施行規則第59条 』で帳簿書類の整理保存が7年 間と定め られて いる

ので、発注票、受注票双方につ いて7年 間保存 しな ければな らない。(図2-8を
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参照)

発注デ ータと同様に商取引の基 本デー タである仕入データや請 求照合デー タを送

受信 した際の仕入伝票 、請求 明細書 の出力 ・保存 も発注 データの発注票、受注票 と

同 じく7年 間保存す る必要があ る。

VAN会 社

発注者

囲 発 注 データ
… →

↓

発注票

※7年 保存

受注者

繋 タ 間

↓

受注票

※7年 保存

図2-8取 引証拠 の保存

2.3費 用負担 に関する基本事項

(1)費 用負担 の境界

費用負担 は下記のルールが考 え られる。

① 送信者/受 信者折半で負担

② 受益者 負担(デ ータの送受 信 にかかわ らず)

③ 主導者負担(デ ータの送受 信 ・利益 の享受 にかかわ らず)

プ ラネ ッ トの設立の 目的であ るr卸 店流通 を基本政策 とす るメーカーが協力 して、

業界内の情報通信ネ ッ トワークの構築 と卸店 の システム化支援を行い、業界 の流通

機構全体 の体質強化を図 る。』の もとに、会社設立の主導 をとった メーカーがVA

N利 用時の初期経費並びにVAN利 用料を負担 している。つ ま りプラネ ッ トは、t卸

店が利用 するデータ交換サー ビスを メーカーに斡旋 している ことになる。

但 し、卸店側の コンピュー タ運用経 費 ・通信回線料金 ・システム開発費用等は卸

店の負担 と している。(図2-9を 参照)
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● 一 一 ー 一 一 一 一 → ● 一 一 一 一 ー 一 一 →

← 一一→[⊃ ←… … ●[二

卸店負担 ⇒ メ ー カ ー負 担

図2-9費 用負担の境界

(2)シ ステム開発 費用 ・運用費用の負担

VANの 初期経 費 ・VAN利 用料はメーカーが負担 してい るが、詳細 には表2-

1に 示すよ うな分担 にな って いる。

表2-1シ ステム開発費用 ・運用費用 の分担

費 用 項 目

卸店負担 メー カ ー負担

① システム開発費用

1.モ デ ム ・NCU費 用 ◎(卸 店設置) ◎(メ ーカー設 置)

2.通 信 回線開設費 ◎(卸 店設置) ◎(メ+設 置)

3.コ ン ピ ュ ー タ ・ リ ー ス 料 ◎(卸 店設置) ◎(メ+設 置)

4.ソ フ トウ ェア開 発 ・購 入 費 ◎(卸 店設置) ◎(メ ーカー設 置)

5.VAN利 用時の初期経 費 ◎(卸 店側 ・メ+側)

② システム運用 費用

1.通 信回線料 ◎(卸 店 ・VAN間) ◎(メ+・VAN間)

2.VAN利 用料(受 信 ・蓄 積 ・振 分) ◎

3.コ ン ピュー タ運 用 経 費 ◎(卸 店設置) ◎(メ+設 置)

注)◎ 印が負担する側を示す
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(3)VAN利 用料体系

プラネ ッ トを利用す る場合のVAN初 期経費 とVAN利 用料 は、 メーカー負担 と

なっているが、詳細 には以下の料金体系になっている。

A.接 続料金(卸 店単位 に当初1回 のみ負担)

① 基本接続料金:1卸 店 当 り150,000円

② 加算接続料金:1卸 店 当 り

i)発 注デー タ30,000円

ii)販 売 デー タ60,000円

iii)在 庫 データ30,000円

iv)仕 入 データ10,000円

v)請 求照合 データ30,000円

B.利 用料(1接 続 当 りの月 々の分担 金)

① 基本利用料:通 信対象卸店の当月接続 メーカー数 によ り異 なる。

〈接 続 メー カー数>5社 以下6～7社8～11社12社 以 上

〈基本 利 用料>10,000円8,000円5,000円3,000円

② 加 算利 用 料:通 信 デ ー タの種 類 ご とに分担

i)発 注 デ ー タ

亘)販 売 デ ー タ

苗)在 庫 デ ー タ

iv)仕 入 デ ー タ

v)請 求照 合 デ ー タ

3,000円

5,000円

4,000円

2,000円

3,000円

③:当 該卸店 との接続 メーカー数が3社 未満の ときは、3社 接続

に至 るまでの 間、上記料金に代 り次の割増利用料を負担す る。

i)接 続 メー カー数1社 の時:上 記基本利用料 ・加算利用料の各 々3倍

li)接 続 メー カー数2社 の時:上 記基本利用料 ・加算利用料の各 々1.5倍

C.通 信処理料(ネ ッ トワー ク内での通信処理 に直接 かかわ る料金で、データ種

類毎の通信 アイテム数によ り負担)

i)発 注 デ ー タ

i,i)販 売 デ ー タL型(一 括 処理 方 式)

血)販 売 デ ー タS型(セ ミリアル方 式)

iv)在 庫 デ ー タ

v)仕 入 デ ー タ

2.2円(1ア イ テ ム当 り)

1.0円(1ア イ テ ム当 り)

1.1円(1ア イ テ ム当 り)

1.0円(1レ コー ド当 り)

2.0円(1ア イテ ム当 り)
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vi)請 求 照 合 デ ー タ

vil)チ ェ ック リス ト

0.8円(1ア イ テ ム 当 り)

1.5円(1レ コ ー ド当 り)

(4)今 後 のVAN利 用 料体 系

現在の メー カー負担の利用料体系は、ネ ッ トワー クを構築す る為 の料金体系であ

り、今後 は受益者公平負担に変更 したい と考えている。

さ らに、単価 につ いて も従来2度 値下を行 ったが、今後 も値下を行い広 く門戸を

開放す る予定で ある。

2.4契 約 に関す る基本事項

(1)メ ーカー ・卸店 間の基本取引 と電子取引 に関する問題点

電子取引(デ ータ交換)が 卸店 とメーカーで実現す る以前か ら、取引を行 う為の

契約が締結 されて いるが、従来 の取引形態 を電子 的取引 に変更す る場合、その 旨の

付帯事項を契約条項 に追加 し再契約、または覚書の手交が必要であ る。

プラネ ッ ト・ユ ーザ ーで取引関係のあ るメーカー ・卸店 間で は、受発注 をデータ

交換で行 う際 に運用上の詳細な打合せがな されてい るが 、契約条項を付加 した契約

の再締結 や覚書 の手交 は必ず しも行われていないのが現状 である。

(2)VAN利 用 に関す る利用契約

プラネ ッ トの契約体系は図2-10に 示す よ うにな って いる。

VAN会 社(イ ンテ ック)

1業 務委託基本契約書

1個 別契約書

プ ラネ ッ ト

プラネッ}通信 ・サービス契 約 書1

利 用規 定1一
1プラネットシステム・サービス契約 書

1運 用規 定一
図2-10契 約体系
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2.5障 害 に関す る基本事項

(1)エ ラーデー タの取扱 い と連絡方法

エラーデー タの取扱 いについて は、 デー タの種別毎に緊急度が異 な って くるが、

受発注のデー タ交換時 はその影響度が大 きいため、当事者であ るメーカーと卸店間

において事前 の取 り決めを要望 して いる。

データ内での論理的なエ ラーは、VAN会 社で即座に発見で きるが、データの内

容に関す るエ ラーについては、一切検知で きないため、メーカー ・卸店双方の シス

テ ム運用精度 向上 と運用監視強化 に依 存 している。

(2)障 害時の復 旧方法 と障害連絡 ルー ト

障害発生箇所 として メーカー ・VAN・ 卸店 の各 々の可能性が予想 され るが、原

因 ・影響度 ・復旧対策等については予 測で きない。 より早 く復 旧す るために、ハ ー

ドウェアであれば予 防保守や障害訓練 実施等が考え られ るが、抜本的対策 でないこ

とは明確であ る。

障害発生時 は早 く対策す ることは当然なが ら、影響範囲を極力小 さ くする為、早

く連絡 することが必要であ る。

VANで の障害発生時 はVAN会 社 の運用監視担 当者が責任 を持 ってユーザーで

あるメーカー ・卸店に連絡す るが、ユ ーザ ーでの障害発生時の場合、連絡 は障害が

発生 したユーザ ーにお願 い してい る。障害連絡を行 う場合、その原因や復旧のメ ド

等 の情報交換が必須であるか らであ る。迅速かっ正確 な連絡 を可能 とす る為、全ユ

ーザーの担 当者名簿をプラネ ッ トは公開 してい る
。

(3)障 害時の代替方法

障害時、いっ も短 時間で復 旧で きるとは限 らない。最悪の事態 を予想 して、ハ ー

ドウェア ・通信回線等 を二重化 しその切替訓練 も常 に行 うのが理想 といえ るが、V

ANの アクセス ・ポイ ン トとユーザ ー間で はその コス ト負担等 の制約があ り、必ず

しも実現で きるとは限 らない。非常時 の代替措置にっいて は手作 業 も含め充分検討

してお く必要が ある。

(4)シ ステム構成機器の信頼性対策

通常 の コンピュータ定期保守点検 に加 えて、 システム監査上 重要な火災対策、帰
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水対策 、停電対策、防犯対策 について充分な対応を して いる。

2.6セ キ ュ リテ ィに関す る基 本 事 項

(1)伝 送相手の確認方法

ハ ッカー事件が社会問題 にな っているよ うに、 コンピュータの存在が 当然にな り、

コンピュータセキ ュ リテ ィが クローズア ップされている現在、伝送相手 の確認に要

す るメカニ ズムは複雑 にはな って も簡単になることはない。

現在 プラネ ッ トがサ ポー トしているJ手 順や全銀手順 にあ る機能 と してパ スワー

ドの機能を有効 に活用す ることが即座に思 いつ くが、人手 によ る定期 または不定期

の変更 に も増 して、 さ らに工夫が必要である。

プラネ ッ トでは、デ ータ種別毎 に取 引関係がないとメール ・ボ ックスをオープ ン

しない仕組で運用を行 っている。

(2)伝 送 可否の確認方法

プ ラネ ッ トで は、以下 のよ うな確認 を行 っている。

① パ ス ワー ドのチ ェ ックと伴に、伝送開始前に登録依頼 された伝送相手 に対 し

ての妥 当なデー タ交換であ ることを確認する。

② データ内部同志 での論理的なチ ェックに通過す る こと。

例 えば、次のよ うな論理 チ ェックを行 っている。

・アイテム部 の金額 または数量の合計 と トレーラの金額 または数量 の合計が一

致 して いること。

・ヘ ッダー情報 の伝送先 とデータ部の伝送先が一致 している こと
。
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第3章

プ ラネ ッ ト事例 に対す る法 的考察





第3章 プ ラ ネ ッ ト事 例 に 対 す る 法 的 考 察

3.1総 括

プ ラネ ッ トシステムは、VAN運 営会社であ るプラネ ッ トを中核 と して、 日用 品雑貨

及 び一般化粧品の メーカー、卸売業者間の電子 データ交換 による受発注取 引等 をVAN

会社を介 して、共通のVANサ ー ビスの利用 によって遂行 する システムであ る。

個 々のメーカー、卸売業者 はそれぞれ統一書式 によるシステム利用契約をVAN運 営

会社 との間に結 び、且つVAN運 営会社 とVAN会 社 との間には、業務委託 基本契約 を

締結す ることになる。

その結 果、プ ラネ ッ トを中心 と した包括契約 により、取引の当事者 間で電子 取引が実

施 され ることとなる。

今後 はこのよ うなイ ンフォメー ションオ ーガナイザー(VAN運 営会社)を 介 しての

電子取引が他 の業種で も積極的 に活用 され ると思われる。

既 に、食 品業 界で はフ ァイネ ッ ト,製 薬 業界で はJD-NETと い うイ ンフ ォメー

シ ョンオーガナイザーが誕生 して いる。

このよ うな ことか らプラネ ッ トシステムにおける電子取引の法的問題 を考察す ること

は、他の業種における電子取 引モデルの在 り方 を検討す る上で貴重 な示唆を与え る もの

で あ り、 きわめて有意義 なことと考え る。

以下、プ ラネ ッ トシステムの電子取引に関 して、システムの共 同利用、基本的契約、

個 別的契約の側面か ら法的考察 を加え ることとす る。

3.2シ ス テム の共 同利 用

システムの共同利用(図3-1を 参照)に 関 しては、 システ ムへの加入が利用の前提

となるが、利用資格者 の範囲を制 限 したりす ることはな く、他系列 企業 や異業種企業が

利用 を希望す る場合で も可能である。

既 に加入 して いる企業が任意脱退 することも可能であるが、 システ ムが高度 な もの と

なれ ばなる程、電子取 引の維持継続 の観点か らも脱退条件等 にっいて慎重 な検討が必要

と思われ る。

また、企業が他系列企業 に合併 され たり、業種転換を行 いその後 もシステムに留 まる

ことを希望す る場合について も十分 に留意 してお く必要があ ろ う。
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システム利用 に関 して は、関与者全員が契約 当事者 とな るべ きか、全体 システムとの

契約関係をどのよ うに構成す るのが適切か は、契約約定上の問題で あると思われ る。

また、共同組織 が組合や法人格 なき社 団のよ うな場合 には、団体法理的な法律関係 に

っいて も、今後検討 してみ る必要があ ると思 われ る。

受注者

口

[

[

口

口

口

システ ム

利用契約

－
VAN運 営 会 社

(共 同 組 織)

システム

利用契約

一

業務委託

基本契約

電子データ

〔

VAN会 社

(共通の システム)

電子データ

〔

口

[]

口

■

口

[

図3-1シ ステムの共同利用
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3.3基 本 的契約

個 々の メーカー、卸売業者 はそれぞれ システム利用契約によ って、全体 的な システム

の枠組み によ って影響 され ることになる。

即 ち、共同利用 の対象 とな ってい るシステ ムサー ビス内容 やVAN会 社等 にっ いて直

接契約当事者 とな って いな い加 入者が どのよ うな法的地位 に立つのか とい った点 にっい

て検討す る必要があ る と思われる。

ただ し、いずれ にせ よシステムサー ビスの継続 に関 しては、取引当事者の システムへ

の依存度 を考慮す る観点か ら、何 らかの形 における維持継続が望ま しいと考え られる。

これ らの点を含めて、一般論的 にどのよ うな形の基本契約を定め るのが適切か、ある

いは当事者間の基本契約 とい う形でな く、 システム全体 を包括 して構成す る組織 的な原

理 を導入す ること等 について検討す る必要があ ると思われ る。

個 々の メーカー、卸売業者 とVAN会 社 との間にVAN運 営 会社が介在 した場 合にお

ける各 当事者 の責任範囲や責任制限契約の可能性 につ いては重要 な検討課題 である。

また、 ソフ トウ ェアやデ ータの保管、解約権 の制限な ど契約上 の規定を工夫、実現す

ることによ り、ネ ッ トワークの停止等の場合における不利益 を、最小限にお さえ ること

も可 能 と思われ る。

システムの機能的 グ レー ドア ップをする場合の継続的契約関係 について は、十分 な配

慮が必要 と思われ る。

卸売業者によ る販売 ・在庫 データにつ いて は、当該商品の メー カーに提供 されてお り、

小売店 との関係等 につ いて も十分に配慮す る必 要があると思 われ る。

3.4個 別 的契約

プ ラネ ッ トシステ ムでは、 メーカー、卸売業者間の商品受発注取引に関 して は、それ

ぞれ既往の取引パ ター ンに変更を加えない ことを前提 とし、VANサ ー ビスの利用 とい

う側面 に限 って は、統一的 な方式を用いている。

現状 においては、個 々の メーカー、卸売業者間のオ ンライ ン受 発注取引に関 して は、

書面 によ る契約 を作成 して いる例 は僅少で、大多 数の契約 関係 は文書化 されていない。

そ こで、 これ らの受発注取引 は、通常 、当事者 間の合意に基 づ く事実の集積 として行わ

れてい る。 そ こには或 る共通 の取 引パ ター ンが ある もの と考 え られ る。

受 発注取引の特徴 は、次の通 りであ る。
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① 商品の在庫補填のための継続的な発注が殆 どであ る。

但 し、小 売店の特売に関連 した臨時的な発注 もレアケースと してある。

② 卸売業者か らメーカーに対 し、VANを 介 して発注 データが送 られ るが、 これ に

対 して メーカーか らは、受注 データは、返信 されて いない。

③ 納品の直前に、納品内容を示す データと して仕入 デー タが メーカーか ら卸 売業者

に送 られ る。

④ 発注 内容 に対 してメーカー側でそのまま承諾で きない場 合には、電話やFAXで

当事者 間で協議が行 われ調整を行 う。

⑤ 軽微な納期のズ レや欠品の発生は、継続的な受発注の プロセスの中で弾力的に調

整 を行 う。

プ ラネ ッ トシステムにお いては、受発注取 引の特性 、及 び電話、FAXな どマニ ュア

ル的な手段 による意思疎通 によ り異例 な事態への対処が補完 的に行われてお り、事故等

が損害にっなが ることを 防止 している。

また、欠品 を生 じて も、必ず しも事前 の連絡や交渉がな く可能 な範囲で納品 される場

合が少な くない こと、欠品 に関 し受 注者側 の責任を追求す る例は皆無で、そのような意

識 も持 たれていないことと、実務 に携わ っている人 々の中に、納 品によって売買契約が

成立す るとい う意識がかな り強 いことがあげ られ る。

このように、欠品の リス クは、事実上発注者が負 って いることになる。 しか し、発注

者 側 も多少の在庫が あるため、現実 に欠品や納期 の遅れ などによる損害を被 る例 は殆 ど

ないよ うであ る。

さらに、特売等の関係で大 口の発注 を行 う場合は、電話等で受注者の意 向を確めた り、

経常的に来 る筈の発注 データが届かなか った り、発注内容 に異常があれば、受注者側 か

ら電話等 の=連絡がな され データ伝送上 の障害や入力エ ラー等 による損害発生が防止 され

て いる。

以上のよ うな事情 によ って、現状では大 きな トラブルを生 じた例 はない。

一般的に は、暇疵 ある意 思表示の有効性や取消 しの可否、デー タ送達の時点や契約義

務 の発生要件な どが あるが、 このよ うな事情か ら見 る限 り、特に議論 すべ き法的な問題

はない と思われ る。

しか しなが ら、将来 の情報ネ ッ トワー ク化の進展 に伴 い、企業実務 における電子 デー

タへの依存度が飛躍的に高 まる ことが予想 され る。そのよ うに取 引の形態が文書か ら電

子 データへ大 きく移行す ることに伴 って、従来行われていた人間によるチ ェックが働か
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な くな った り、それを必要 とする場合に も次第に効かな くな って くることが予想 され る。

このよ うな変化は、 これまで欠品や納期遅れなどを未然 に防止 し、あ るいは事後的 に

その影響 を吸収 していたバ ッファーが将来縮小す る可能性があ ることを意味する。

そのよ うな事態において は、 トラブル防止のための確 認や修正等の情報の制御機能を

システム 自体の中に組 み込 む ことが必要 と思われ る。

以下、個別契約に関す る一般 的な検討課題 にっいて示す こととす る。

(1)発 注 データの送 達時点 と売買契約の成立時点

発注 データの送 達時点を明 らか にする意味は、発注 データの撤回可能な時点 を画

す ることと、例 えば 、 システム事故 によ って発注 デ ー タが消失 した場合 に、発注

デー タが不到達 とな るか、到達後 に消えたかを判断す る基準 となる。

(2)発 注 データの変 更 と記録 の保存

発注 内容を当事 者協議 の うえ変更する場合があるが、その場合 は原則 と して当初

の発注 データはキ ャンセル し、変更後 の合意内容をFAX等 で送達す ることになる。

しか し、電話等で 協議 を行 った場合、常 に文書の形で記録が残 され るか否かは、必

ず しも明 らかではないが、紛争時 に証拠 と して使用す る記録の保存 と しては、合意

内容 を一元的に電子 デー タとして記録 し、適正 なセキ ュ リテ ィ措置の もとに保存す

ることが課題 となろ う。

(3)デ ータ送達の確認

データの送達 において、送達の有無 、送達の相手、送達の内容のr確 認』につ い

て明 らかに して置 く必要 がある。

特 に、 システ ム障害 や入 力エ ラー等 によるデータの不到達 、到達の遅れ、誤配、

ビッ ト化 け等のチ ェ ックのために、 システ ム的な確 認方法が検討課題 とな る。

(4)入 力エラー、無 権(越 権)代 理等意思表示の暇疵

エラー入力については、表示の錯誤、表示内容の錯 誤、動機の錯誤が区分 され る

が、表意者の帰 責事由や相手方 によ る認識可能性、巻 き戻 しによって被 る相手方の

不利益等 を考慮 しつつ、判例の適用や特約の可能性 を検討す る必要があ る。

無権 限による発 注デー タの伝送等については、表 見代理が成立す る場合を除 き効

力を生 じないが、ア クセス権限 に関する認証等本人 におけるセキ ュ リテ ィ措 置の適
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切さを含めて帰責事由の有無が問題となり得る。

(5)事 故 と責任

システム上の事故 によ って、デ ータの不到達、到達 の遅れ、 ビッ ト化 け等が生 じ

た場合の責任関係はど うなるのか、責任制 限等の免責特約 について検討 する必要が

あ る。

回線障害やハ ー ドウ ェア、 ソフ トウェアの欠陥、オペ レー ション ミス、第三者 に

よ る不正行為 などによ って、デー タの不到達や到達の遅れ、誤配 、デー タ内容の変

質や消失を生 じ関係者 に損害を もた ら した場合 は、債務不履行責任 や不法行為責任

について明確 にす る必要があ り得 る。

この場合、誰が どのよ うな責任 を負 うべ きか については、不可抗 力か人為的な事

故か、損害の程度や予見可能性、契約上 の位置づ け、結果回避義務 の有無 と履行状

況、事故原因が支配領域 に属す るか否か、損害賠償の限度や賠償責任保 険の利用可

能性等が検討事項 となる。

(6)決 済

請求照合データの一致 を単な る参考 とす るので はな く、代金決済 の要件 とす るよ

うに、メーカー、卸 間の約定を変えた場合 、請求照合 データ ・ア ンマ ッチが生 じた

際 に、どのよ うに解決 すべきか当事者間の取 り決めが必要 となる。
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第4章

EIAJに お ける電子取 引の事例分析





第4章EIAJに お け る 電 子 取 引 の

事 φ列分 析

4.1業 務処理の概要

(1)電 子機器業界の概要

日本電子機械工 業会(EIAJ)は 、わが国の コンピュータベ ンダー、端末機 器

ベ ンダー、電子部品 ・半導体 メーカーな ど電子機器お よび同部品、LSIチ ップな

どに関連する広範な電子 メーカー約600社 の工業会であ る。

コンピュータメーカーや電子機器 メーカーの多 くは同時に半導体 チ ップメーカー

であ り、部品 メーカーで もある。

その構成員 は、一方で は大企業を中心 とした大規模 な系列下 に所属 しているとと

もに、他方で系列 を越 えた相互間の取 引 も活発であ る。

電子機器製造業 における資材の購入 に関する取引の現状 は、発注元、納入者が錯

綜 した状態の取 引形態 となってい る。(図4-1を 参照)

EIAJに おける最近の資材購入取 引については、従来の注文書や電話 ・FAX

による事務処理か らコンピュー タ間のオ ンライ ンデータ送受信 による電子取引(E

DI)に 変わ りつつあ る。EIAJで は、 この電子取引 にっ いての標準化を行い、

業界各社が この標準に従 って取引 データの交換を始めて いる。

標準 によ るEDIが 多 くの企業 間で行われ るほど業務の効率化 に大 きく貢献す る

もの と思われる。EIAJ標 準 によるEDIは 、すでに業界各社 で実施 されてお り

大 きな効果を上げつつあ る。(図4-2を 参照)

セ ッ ト

メ ー カ ー

注文

/
●

●

●

納入
一力

品

一

部

メ

注文

納入

加工
メー カ ー

注文

納入

素 材
メ ー カー

、 〈

/w

セ ッ ト

メ ー カ ー

注文

納入
力

品

一

部

メ

注文

納入

注文

■

●

■/
加 工
メー カ ー

納品

素材
メー カ ー

図4-1資 材購入取引
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発注元 納入者

セ ッ ト

メ ー カ ー

セ ッ ト

メ ー カ ー

EIAJ標 準

・直 接 接 続 ・

VAN経 由接 続

×VAN間 接 続 ・

部 品

メー カ ー1

部 品
メ ーカ ー

加 工
メ ーカ ー

加 工
メ ー カー

素 材

メー カー

素 材
メー カ ー

図4-2EIAJ標 準 に よ るEDI

(2)業 務処理手順

EDIの 基本は、 コンピュータか ら直接相手の コ ンビュー タへ情報 を送 り込 む こ

とであ る。 そのため、 自社内の どこがデータを受信 し、 どこへ通知 し、各部門で な

にを処理す るかを情 報種別 ごとに具体的に決め る必要があ る。 これ らの業務処理 手

順 は、r業 務処理 フロー』、r業 務処理マニ ュアル』 と して各関連部門に提供 され

る。

ここでは、情報種別 ごとの業務処理 フローの概略を表4-1に 示す。
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表4-1業 務処理 フローの概略(続 く)

業 情報種別 処理概要 発注者 受注者 処理概要
務 (発 注元) (VAN) (VAN) (納 入者)

仕 仕様書 ○ → ○

様
承 承認図
認

○ ← ○

所要計画 発注元の生産計画 … ○
〉 ○ ・… 一 製 造 日程/能 力計画

計 (0201) (注)
コック 引 当 コックの出荷計画

画 (0202)
予約注文 発注予定の提示
(0203)

見積条件見積依頼 ○ 〉 ○ ・・…
・見積受付

見 (0301) 発注 ・価格管理
積 価格折衝
依
頼

見積回答 価格査定/折 衝 ○ ∈ ○ … 一・
一販売価格

見 (0302) 受注条件
積
回
答

支 支給予定 ○ → ○

給 支給実績 ○ → ○

内示注文 一部未定項目発注 一・ ○
〉 ○ … 一・ ・受注管理

(0501) 注文書作成
注 確定注文 注文要件決定発注 進捗管理

(0502) 製作手配
変更注文 個別契約の変更 日程管理
(0503)
注文取消 個別契約の解除
(0504)

文 注文打切 未納残の解約
(0505)
注文請 ○ ← ○

納期確認 注残管理 ○ 〉 〇 一ーー一一 一往残照 会

(0701)
納 納期回答 納期管理 ○ く ○ … ・一

・納 入予定 日回答

(0702)
納入指示 分割 納 入 指定 日 一・ 一 〇

〉 ○ ・ 一一'
一納 品管理

(0703) 納入数
出 荷 納期管理 ○ ∈ 〇 一 ー ー 一・

一受注 品の出荷

入 (0704) 納品書発行
入 荷 受領の確認 ○ 〉 ○ … … 売 掛管理
(0705)

検 検 査 ○ → ○
査

コ ック とは 、預 託 在庫 の ことを い う。
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表4-1業 務処理 フローの概略(続 き)

業
務

情報種別 処理概要
(発注元)

発注者
(VAN)

受注者
(VAN)

処理概要
(納入者)

検
収

検 収

(0901)

一売掛 管理検査/検 収
買掛管理

○ 〉 ○ ・・

返
品

返 品 ○ → ○

支
払

買掛 明細

(1101)

特定期 間の買掛金・… ○ 〉 ○ ・一…
・会計

売掛管理

支

払

売掛明細
(1102)
照合確認
(1103)

相殺通知
(1105)
請 求

支 払

銀行振込

・特定期間の売掛 金

一売掛 ・買掛の照合

一相殺処理

会計
買掛管理
売掛 ・買掛の照合

○ く

一一 〇 ∈

○ ・・一…

〉 〇 一一

〉 ○ ・一ーー一・

○

相殺処理 ○ ∈

○ ←

→ ○

→ ○

○

○

(注)一 当面 の電 子 デ ー タ
…・一・・将 来 の電 子 デ ー タ

(平成3年3月 現在)

(3)情 報種別 ごとの取決 め内容

発注元 と納入者 間における当面のEDIに っ いて、情報種別 ごとに次のよ うな内

容によ り取決め られ ている。なお、将来の電子 データの取決め内容 につ いては省略

す る。

① 所要 計画情報:発 注元の関連製品の生産計画 または、"も の"の 所要計画 を定

(0201)期 的に示す情報で ある。同一所要期 につ いて一定サイクルで提

供 され る場合には、その都度見 直された最新情 報 として提供 さ

れ る。

なお、本情報 にっいて は、発注者 ・納入者 に買取義務、供給義

務 はない もの とする。

② コック引当計画情報:該 当す る期間に コック(預 託 在庫)よ り出荷する計画情

(0202)報 で発注元 に個別契約 を成立す る意志があ り、発注元および納

入者 に買取義務および供給義務があ る。

下請取引において は、 この コック方式 は、下請事業者 との合意

の有無を問わず下請法上認 め られて いないため使用 しない もの

とする。
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③ 予約注文情報:確 定注文前に期 間中の発注予定を提示す る もので 、発注元 およ

(0203)び 納入者 に買取義務およ び供給義務がある。

下請取引 において は、 この注文 は下請法第3条 で規定す る記載

事項(以 下 、3条 書面の記載事項 とい う)を 満足せね ばな らず、

確定注文情報 と して交換 され る。

④ 見積依頼情報:発 注元が指定す る"も の"に ついて納入者に販売価格の提示を

(0301)依 頼す る情報で見積条件 を網羅 した もの。

⑤ 見積回答情報:見 積依頼 品に関す る納 入者か らの見積回答で、販売価格の他受

(0302)注 条件を網羅 した もの。

⑥ 内示 注文情報:発 注項 目の うち一部未定項 目のある発注申込み情報で、未定項

(0501)目 が決定 した時に確定注文情報が発行 される。納入者 が当該申

込みを承諾 した場合、発注元および納入者 はそれぞれ買取 義務

および供給義務 を有す る。後 日両者が合意 に達 しない場 合 は、

当該提示注文は失効 し、納入者が供給義務を遂行す るために要

した費用 は、両者協議の上 これを定め、発注元が これ を補償す

る。

下請取引において は、 この注文は3条 書面の記載事項 を満足 し

なければな らないため、内示注文情報 を交換対象 としない もの

とす る。

⑦ 確定注文情報:個 別契約 を成立 させよ うとす る発注 申込み情報で、"も の"、

(0502)納 期、価格 、納地等 の注文要件を満 た してい る情報。納入者の

承諾(書 面 、口答 、契約)に よ り個別契約が成立す る。

下請取 引においては、3条 書面 の必要記載事項を全て満 たさな

ければな らない。 また、無理 な納期の押 しつけは してはな らず 、

支払い方法等にっいて は下請法の規定に従 うもの とす る。

⑧ 変更注文情報:個 別契約 の変更 申込みで、単価変更、納期変更、納入数量変更 、

(0503)納 地変更、単位変更、担当者 コー ドの変更等の各種変更 で、相

互 の合意で成立す る。但 し、変更者 は、相手方 に対 して損害 を

発生 させ た場合 は、協議 の上補償 内容 を定め、その補償責任を

負 う。

下請取引においては下請事業者 の責 に帰すべ き理 由の ある場合

を除 き、変更注文情 報を交換対象 と しない ものとす る。 また、
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下請取引の場 合、減額 ・受領拒否 ・支払遅延 に該 当す るよ うな

変更は行 って はな らない もの とす る。

⑨ 注文取消情報:個 別契約 の解約情報で相互の合意を もって成立す る。発注元は、

(0504)納 入者 に対 し、損害が発生 した場合 は、損害 内容を協議の上定

め、その補償責任 を負 う。

下請取引においては下請事業者の責に帰すべ き理 由の ある場合

を除 き、注文取 消情報 を交換対象 と しない もの とする。 また、

下請取引 にお いて は、下 請事業者が合意 したと して注文 を取 り

消す ことは受領拒否 に該 当す ることとな る。

⑩ 注文打切 り情報:個 別契約 の一部が納入済であ る時 、未納残 の全数を解約 する

(0505)情 報で相互 の合意 を もって成立す る。発注元は納入者 に対 し、

損害が発生 した場 合は、損害 内容を協議 の上定めその補償責任

を負 うもの とす る。下請 取引にお いて は下請事業者の責に帰す

べ き理 由のあ る場合を除 き、注文打切情報を交換対象 と しない

もの とす る。 また、下請事業者が合意 したか らとい って注文 を

打切 ることは受領拒否 に該 当す ることとなる。

⑪ 納期 確認情報:発 注元が納入者 に対 し注残 の一部 または全部 にっいて納入予定

(0了01)日 の回答を求め る情 報。

⑫ 納期回答情報:納 期確認情報 に対す る納入予定 日の回答情報、 また は注残 に対

(0702)す る納入予定 日を納入者か ら通知す る情報。

⑬ 納入指示情報:個 別契約の納期 が期 間指定(1ヵ 月を超 えない)で ある場合、

(0703)当 該期間中の分 割納入指定 日と納入数を提示す る情報。

また、下請取引においては、期間指定の確定注文は出来 ないの

で、納入指示情報を交換対象 としない もの とす る。

⑭ 出 荷 情 報:納 入者が発注元 に受注品を出荷 した ことを示す情報。

(0704)

⑮ 入 荷 情 報:発 注元が納入 された発注 品の受領を確認 した情報。

(0705)

⑯ 検 収 情 報:発 注元 に納入 された納入品が、発注元の買掛金 に計上 された こ

(0901)と を示す情報。

コック倉庫よ り発注 元が 出庫 した際に、納入者 に対 し注文/入

荷/検 収が行われた ことを証 とす る情 報を含む もの とす る。 ま
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た、下請取引において は、 コック契約 は行わ ないため、 コック

関連 の情報 はない もの とする。

⑰ 買掛明細情報:特 定期 間(月 間等)の 買掛金を発注 元が一覧化 して提示す る情

(llO1)報 。

⑱ 売掛明細情報:特 定期 間(月 間等)の 売掛金を納入者が一覧化 して提示す る情

(1102)報 。

⑲ 照合確認情報:相 互 に売掛金、買掛金 を明細 レベルでチ ェック し、その差異 の

(llO3)発 生原因を明 らかに した結果の情報。

⑳ 相殺内容通知情報:企 業 間の取引基本契約また は個別契約 によ り、買掛金か ら

(1105)売 掛 金、未収金等の相殺処理を行 う情報。

(4)VANの 接続形態

EIAJに おけるVANの 接続形態 は、以下の3タ イプに分 け られ る。(図4-

3を 参照)

図4-3VANの 接続形態

タイプ 形 態 概 要

タイプ1:

発注VAN

・発注者 が構 築 したVA

Nに 受 注者 が接続 して
い くタイプ。

・この タイプは受注者側

がVANを 持 たない場

合で あ り、受注者が ホ
ス ト/端 末で直接 デー

タ授受 す る。

受注者一

発

注

者
一

|

発注
VAN :

1 受注者

タイプ2:

受注VAN

・受注者 が構 築 したVA

Nに 発 注者 が接続 して
い くタイプ。

・この タイプは発注者側

がVANを 持 たない場

合で あ り、発注者が ホ
ス ト/端 末で直接 デー

タ授受 す る。

発注者
1

一

受

注

者

:
受注
VAN

発注者
1

タイプ3:
VAN間

接続
(注)

ll

・発注者VANと 受注者

VANがVAN間 接続
している タイプ。

・この タイプは、発注者

側 も受注者側 もVAN
を持つ場 合で あ り、V
AN間 振 り分 け(原 則
として どち らか一方の
VANか らデータを送

り込む こととす る)に
よ りデー タ送信を行 う。

発注者 受注者

,

発注
VAN 一

受注
VAN

i
l

発注者
| 1 受注者

(注)本 書 におけるVAN間 接続 は、網間接続で な く端末接続 を意味 している。
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(5)デ ータ送受信の基本パ ター ン

データ授受の基本パ ター ンは、データ送信者 はVANに 全銀手順の連絡モー ドで

送信 し、受信者側が起動 し全銀手順の照会 モー ドで直接 デー タをVANに 取 りに行

くことを原則と して いる。(図4-4を 参照)

また、VAN間 接続 においてデー タ授受を行 う場合 は、 データ送信者のVANか

ら受信者側 のVANヘ デ 一夕を送 り込 む(全 銀手順 の連絡 モ ー ドによ るデ ー タ送

信)こ とを推奨 と してい る。但 し、VAN間 の協議 によ り受信者側のVANか ら

データを送信元のVANヘ デ ータを取 りに行 く方式を選択す ることも可能 とす る。

照会 モー ド

受信者送信者 VAN

ノ

'

'

、

、

、

、

連絡 モー ド

図4-4デ ータ送受信の基本パ ター ン
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4.2運 用 に関す る基本事項

(1)運 用時間

原則 としてVANの 運用時 間帯 は、365日24時 間 とす る。VANの 都合上や

むを得ず稼働 ・運用 を停止 す る場合 は、利用者 に対 し事前連絡 を行 うもの とす る。

VANの 運用時間及び送信者 ・受信者側 の運用時間を事前 につ き合 わせ協議す る

ことによ り、稼働 日 ・運用時間帯 を当事者 間で設定す ること も可能 とす る。

(2)デ ータ授受 のタイ ミングと確認方法

EIAJで は全銀手順 を業界標準 としてお り、起動側によ り回線接続 ・切断を行

うこととしている。

全銀手順の電文 シーケ ンスで は、開局要求電文の送信か ら始ま り閉局 回答電文の

受信 までを一連の伝送単位 とみなす ことがで きる。 そのため、デー タ伝送完了 とみ

なす タイ ミングと しては、閉局 回答電文の内容が正 しく、かっ回答結果 が"OK"

な ら正常にデータ通信が完了 した と判断す ることがで きる。(図4-5を 参照)

閉局回答電文の制御 シーケ ンスのどの時点で終了 とす るか は相互 に確認 してお く

必要が ある。

また、アプ リケー シ ョンレベルでは、受信者側が受信確認情報 を発信者側へ送信

す ることによ り、デー タ伝送の完了を確認す ることがで きる。 この受信確認情報の

返送 タイ ミングや設定 内容(メ ッセー ジグループ、ヘ ッダー ・トレー ラの内容 、受

信処理エラーフラグ、作成 日付時刻)に ついては当事者間の協議 とす る。(図4-

6を 参照)

送
信
者

一

手 順
レベ ル

く ≧
VAN

手順
レベル

受
信
者<う一

受信確認情報

図4-6デ ー タ授受の確認方法

(3)デ ー タ配信状 況の確認

受信確認情報 をや りとり しない場合で、発注者側 か らVAN間 接続 によ ってデー

タを送信する場合、受注VANに 接続 されている受 注者が データを引 き取 ったかど
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うかを確認す る必要がある。その ためには、発注者側 か ら発注VANに データ配信

状況の問い合わせに対応 する方法を事前 に取決 め準備 してお く必要があ る。 また、

逆 のデー タに関 して も同様 の取決 めが必要であ る。(図4-7を 参照)

発注

VAN

受注

VAN
発注者 受注者

図4-7デ ータ配信状況の確認

■ メ ッセー ジフローの例

(一次局、二次局 や照 会、連絡の各 モー ドに依 らず、通信制御電文の閉局回答の

送受信 を もって伝 送完了 とす る。)

＼フ

＼
〆

.

∈

<

ノ
＼

鑑}末'側

ダ イ ヤ リ ン ク

ACK

ENQ

ACK

通 信 制 御 電 文(開 局要求)

(省 略)

ファイル制御電文(終 了要求)

EOT

ACK

ACK

ACK

ENQ

ACK

ENQ

ファイル制御電文(終 了回答)

通 信 制 御 電 文(閉 局要求)

EOT

通 信 制 御 電 文(開 局回答ハ

本電文 の送信 により該 当全 ファ

イル送信完了 とす る。

睡

ACK

本電文の受 信によ り該 当全 フ ァ

イル受信完了 とす る。

ACK

DEL・EOT

図4-5伝 送完了の タイ ミング
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(4)取 引内容の変更方法

取引内容の変更 については、発注者 と受注者 とが個 々に調整を行 い変更可能 なタ

イ ミング、変更 内容の範囲、処理方法等 にっ いて取決め る必要が ある。

注文情報(0502)に 関 して は、個別契約の変更、取消 、打切 りの変更申込 み

を原則 と して行 うことがで きることとな って いる。

(5)運 用上の責任範 囲

① データ送達の責任範囲

VAN間 接続によ るデータ送達の責任範囲は、送信者、VAN① 、VAN② 、受

信者 に分け られ る。(図4-8を 参照)

送信者 8PHI亜[9-9匝 －s' 受信者

トー送信者十 一 －VAN①十VAN② 十 受信者H

APO:ア クセ ス ポイ ン ト

図4-8デ ータ送達の責任範囲

デー タ授受におけるデータ伝達 の責任範囲は、次の通 りであ る。

イ.送 信者 －VAN①

全銀手順によ るデータ授受の確認が原則であ り、手順 レベ ルで確認(リ ンク

バイ リンク)が とれれ ば、それ以降はVAN① 側が デー タ送達の責任を持つ こ

とになる。

ロ.VAN① －VAN②

全銀手順 によるデー タ授受の確認が原則であ り、手順 レベルで確認が とれれ

ば、それ以 降はVAN② 側が データ送達の責任を持 つ ことにな る。但 し、VA

N① がデータを送 り込む場合 は、VAN① 側が データ送達 の責任 を持つ ことと

す る。

ハ.VAN② 一受信者

全銀手順 によるデータ授受 の確認が とれれば、それ以降 は受 信者側が データ

送達の責任を持つ ことにな る。

VAN② のデータ送達の責任範 囲は、送信者側 よ りデ ータを正常 に集信後、

受信者側へ正常 に配信が完了するまでである。
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二.送 信者 一受信者

データ送達の責任範囲 は、データ保証の問題で はな く、取引の成立 に関す る

責任範囲のため、 当事者間の契約 によ るもの とす る。受信確認情報の授受(エ

ン ドツーエ ン ド)に よ りデー タ送達の確認 をす る必要がある。

(6)デ ータ保存期間

① 配信済データ

原則 と して配信済デー タは配信当 日内に限 り再送 で きるよ うVAN① 及 びVAN

②の メール ボ ックス上に保存 する。 当日を過 ぎたデ ータは消去 して もよい こととす

る。また、後 日の再送のために保存が必要な場合 は、当事者 間の契約による もの と

す る。

但 し、業務運用上で は送信者が30日 間保存す る もの とす る。

VAN会 社では リソースの節約の為、メールボ ックス(オ ンラインフ ァイル)上

には必要最小限の期 間保存 し、その後はMT等 に落 とす ことも可 能である。また、

送信者 ・受信者 との運用形態 によ り保存期 間、保 存方 法はVAN会 社 との協議によ

り取 り決め ることとす る。

② 未配信 データ

未配信 データは、VANの 標準稼働 日に於 いて 当 日を含め15日 間保存す ること

とす る。但 し、当 日を含め最初の4日 間 はメールボ ックス内に保存す る。15日 を

過 ぎたデー タは消去 して もよい こととす る。尚、保存期 間について、VAN会 社 と

加入者が協議す ることによ り設定で きるもの とす る。

しか し、VAN会 社毎 に保存期間 は異 なるため、VAN会 社 は、加入者の要請 に

対 し、未配信状況にっいて通知で きる機能を有す る もの とする。

(7)取 引証拠の作成 と保存方法

従来の取引証拠 と して は、ペーパーが利用 され 、取引関係書類 は、法人税法で7

年 間の法定保存期 間が決 め られてい る。

そのため、電子 デー タをどのよ うな形で いつ まで取 引証拠 として用意すべ きか あ

るいはその保存方法 については、法の定めに基づいて各 当事者で保存す ることとす

る。
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(8)デ ー タの再送方 法

デー タの再送 について は、全銀手順上の再送 と、 アプ リケー シ ョン上の再送 との

2種 類が ある。

① 伝送手順上 のエ ラーによる再送

全銀手順上の再送について は、前述 の(2)に示す通 り伝送完了の タイ ミングがV

AN会 社毎(実 際 に利用 してい るコンピュータメーカー)に 異 なるケースがある

ため、事前 に双方で確認す る必要が ある。伝送 完了の タイ ミングが異 な る場 合、

送 り側 はデー タを送 ったと認識 して いるに もかかわ らず、受 け側 はエ ラー として

認識 した場合 の対応及 び逆の ケースの受 け側か ら見て2重 送信 した場 合の対応方

法 にっいて取決 める必要があ る。

② 配信済 デー タの再送

アプ リケー シ ョン上の再送(配 信済デー タの再送)に ついては、各VAN会 社

の再送の仕様が異 なるのが現状であ る。 そのため、次のよ うな点 にっ いて当事者

間で協議の上取決め る必要があ る。

・オ ンライ ンにて対応可能か、電話 にて依頼可能か。

・情報 区分別に伝送可能か。

・当 日の最初 か らか 、欲 しいデー タだ け伝送可能か。

4.3費 用負担 に関す る基本事項

(1)費 用負担方法

VANの 料金負担の原則は受益者負担 として いるが、EDIの 導入 メ リッ トは、

発注者側 に も受注者側に もあ り、受益 の範囲 は不明確であ り情報の内容 に もよ ると

ころが大 きい。そのため、データの受渡 し場所(メ ールボ ックス)を 境界線 と して、

送信者 、受信 者が各 自負担す ることが原則 とな っている。(図4-9を 参照)

但 し、メールボ ックスの所在場所 は、接続 形態 により定 め られ ることになる。

① 発注VAN(受 注VAN)の 場合

送信者 は、提供 データをその責任 と費用 負担で、EIAJ標 準 プ ロ トコルの状

態でVANの メール ボ ックスに格納 する。

受信者 は、VANの メールボ ックスよ り格納 されたデー タをその責任 と費用負

担で受信 し利用 す ることとす る。
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送信者 VAN

照会 モー ド

受信者

'

'

'

、

、

連絡 モー ド

トー 送儲 負担一 一 十一一 受信者負担一一1

図4-9費 用負担方法

②VAN間 接続の場合(図4-10を 参照)

送信者 は、提供 データをその責任 と費用負担 でVAN① のメールボ ックスに格

納す る。VAN① はその責任 においてVAN② に提供 デ「 夕を送 り込 む。受信者

はVAN② の メールボ ックスよ り格納 され たデー タをその責任 と費用 負担で受信

し利用す ることとする。但 し、VAN① 、VAN② に係わ る費用 負担にっいて は

最終 的には、送信者 あるいは受 信者の協議 の上 どちらかで費用負担す るかを取決

めることとなる。

送信者

一ー

一

VAN①

一ー

一

照 会 モード

VAN②

一ー

一

照 会 モード

受

信

者

'

'

'

'

'

'

'

'

、

、

、

、

、

、

〉 〉 〉

連 絡 モード

ト ー 送信者負担一一ー トー 一 一 受信者負担一 ー 一 」

図4-10VAN間 接続 の費用 負担

(2)シ ステ ム開発 費用 ・運用 費用の負担方法

① システム開発 費用

EIAJ標 準 によるオ ンライ ン取引を行 う場合の発注者側、受注者側の システ ム

開発費用 は、原 則 として各 々が負担す ることとす る。取引上の力関係等 によって費
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用の一方的負担が発生 す ることはない。費用項目と しては、次 のよ うな ものが考え

られ る。

・モデム、NCU(網 制御装置)

・第1種 電気通信事業者回線開設費

・コンピュー タ

・ベー シックソフ トウ ェア(OS
、COBOL他)

・アプ リケー シ ョンソフ トウェア(自 社業務専用 ソフ ト、変換 ソフ ト)

・VAN利 用時 の初期登録費

VAN側 の システム開発費用 にっ いては、VAN会 社が負担 しサー ビス料金と し

て回収す る。

しか し、EDIそ の ものはそれ程、付加価値の高 いサー ビスで はないため料金 も

比較的安 く、VANサ ー ビスだけでは回収 は難 しい状況 とな って いる。

② システム運用費用

各 システム内で発生す る運用費用 は、各 々で負担す ること とす る。また、相手側

の都 合によりシステム変更等の費用が発生する場合は、双方で協議の上費用負担 を

取決 める。

費用項 目として は、次のよ うな ものが考え られ る。

・回線利用料

・VAN利 用料

・コ ンピュータ運用経 費(用 紙、電気代等のオペ レーシ ョン費用)

(3)損 害賠償

通信回線 、ハー ド、 ソフ ト等の異常 により障害が発生 した場合 には、原則 と して

障害 を発生 させた側で費用の負担 を行 うこととす る。 そのため、 これによ って発生

した損害の賠償 の責任、賠償範囲、費用負担等 につ いて双方で協議 す ることが必要

になる。

また、異常 データに対 す るチ ェックシステムのルールを確立 す ることも重要 なこ

とであ る。

VANと して は、加 入契約書上賠償範囲を定めてい るが、その 内容 はVAN会 社

それぞれ に異な る。 また、一般的 には伝送デー タの価値にっ いて賠償責任を持つ こ

とは少 な く、伝送料金(サ ー ビス料金)を ベースと した賠償を行 うのが普通であ る。
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4.4契 約に関す る基本事項

(1)取 引基 本契約書及 び覚書

資材受発注 など相互 に取引関係のあ るユーザ ー企業 間(発 注元 と納入者)に おい

て、取引情報交換を行 う場合の契約関係 は、既 に締結 されている。

取引基本契約書 とEIAJ標 準 によ る電子取引 に伴 う取 引基本契約書 の補足事項

を取決め る覚書が必要 である。

EIAJ取 引情報 化対 応標 準lBのrEIAJオ ンライ ン取 引標 準 システ ム

基本契約書(標 準版)」 に基づ き、当事者 は契約書を作 成 し契約締結す るもの とす

る。

(2)VAN利 用契約書

VANを 利用 して取 引情報 交換 を行 う場 合の契約関係 と して は、VAN会 社 と

ユーザー企業間にお いてVAN利 用契約書を締結 する。

VAN利 用契約書 は、VAN会 社所定の契約約款及 び契約書によ り作成 され る。

(3)VAN間 接続におけるデータ中継契約書及び接続確認書

VAN間 接続 において利用者 との協議 によりVAN間 で の請求行為 が発生す る場

合、VAN会 社間で デー タ中継契約書を取 り交わす ことが望 ま しい。

また、請求行為が発生 しな くて もVAN間 での取決 あ事項 を接続確 認書 を もって

取 り交わす事が望ま しい。

また、VAN会 社 に対 するセ ッ トア ップ用の利用通 知書 を取 り交わす ことも必要

である。

4.5障 害に関する基本事 項

(1)エ ラーデータの取扱 いとの連絡方 法

エラーデータの取扱 いについては、EIAJ標 準で は明確 に規定 されて いないが、

エラーデータ発生時の対応を迅速 にで きるよ う当事者 間で協議の上取決 める必要が

ある。

特 に、VAN間 接続 において は、VAN会 社毎 に運用が異 なるため、発信者側の

VAN① において正 しいデー タであ って も受信者側のVAN② の チェ ックでエラー
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にな った場合の障害対応方法 について取決めてお く必 要があ る。

全銀手順上、正常 に受信 されたデータにおいて メ ッセ ージグループヘ ッダなどに

エ ラーが あ った場合 は、VAN内 でエラーデータと して取 り扱 うことと して いる。

エ ラーデータについて送信者側への連絡方 法は個別 に決 める ことに している
。

・送信者側が別 のデー タを受信す る時それ らのデータと一緒 にエ ラーデータを送 り

出す方法。

・エ ラー ファイルを別 に設 けエ ラーデータだけを取 り出せ るよ うな方法など
。

また、フ ォーマ ッ ト変換エ ラーなどにつ いては受信確認 レコー ドで送信者側 に連

絡する ことに してい る。

(2)障 害時の復 旧方法 と障害連絡ルー ト

障害時の復 旧方法 は、障害の内容 ・発生時間、環境 によ って異 なることと、復旧

を最短 時間で実 行す ることが必要である。そのためには、復 旧手順の明確化や復旧

の支援体制等 を事 前に整備 してお くとともに、障害時 の運用窓 口及び障害連絡ルー

トにっ いて も事前 に取決 めて お く必要がある。

(3)障 害時の代替方法

障害時の復旧処理に時間がかかる場合には、その代替方法を考慮する必要がある。

そのため、その代替方法を採用する時期や代替手段等について事前に取決めておく

必要がある。現状では特に取決めはなく、当事者間の取決めによる。

4.6セ キ ュ リテ ィに関 す る基 本事 項

(1)伝 送相手 の確認方法

伝送相手 の確認方法 にっ いて は、回線種別、ネ ッ トワーク形態別 に取決めを行 う

必要がある。全銀手順 レベルでの対応 とパ スワー ドを定期的に変更す る等 の運用面

での対応があ る。

① アクセス権 チ ェック

あ らか じめVANセ ンターに登録 された内容 と全銀手順上の通信制御電文(相

手/当 方 セ ンター確認 コー ド、パ スワー ド)、 フ ァイル制御電文(フ ァイル名 、

ファイル アクセ スキ ー)に よ り、 チェックすることで確認す る。

② 閉域 サー ビスの利用
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上記①の他に、伝送相手先を固定にする閉域サー ビスなどを利用す る方法 もあ

る。

(2)伝 送の正確性の確認方法

あ らか じめVANセ ンターに登録 された内容 とEIAJヘ ッダ情報(発 信セ ン

ターコー ド、発信者 コー ド、受信 セ ンターコー ド、受信者 コー ド、 データ種別)の

ペ アチェックにより確認す る。

チ ェックアウ トデー タについて は、上記ヘ ッダ情報で チ ェックアウ トされたデー

タの取扱いについては、当事者 間の契約によるもの とす る。

また、伝送 トータル件数、数値情 報の トータル チ ェック、 シーケ ンスの確認 を行

うとともに受信 データの逆送信を行 い送信側で比較確認 す る方法 も考 え られ る。 そ

の場合 は、チェック方法 について事前 に取決めてお く必要があ る。

(3)暗 号化のルール

伝送相手、デーダ内容 、通信方法等を勘案 して暗号化を考 え る必要が ある。その

ためには、相手先の システム機 器構成 、 コス ト関連等 も考慮 し、相互に協議 して取

決めることとする。

(4)シ ステム構成機器の信頼性対策

安全対策 と して、火災対策 、地震対策、漏水対策(防 止工事、 自動検知 、等)防

犯対策(無 窓化、非常装 置、等)、 各種運用諸規則、等が ある。

システ ムの高信頼性対策 と して は、処理装置の2重 化 、電源対策 、ネ ッ トワー ク

装置の2重 化(基 幹回線、 ノー ド/AP、 等)等 があ る。

通産省/郵 政省によ り基準が 出 されてお り、EIAJ標 準 と して はこれ らの基準

をできるだけ満た してい ることが望 ま しい。

r麗 省 ・鰍 処理サービス事業電子計算機 システム

基準寸

郵政省、データ通信ネ:鷲 璽;璽 竃

一52一



第5章

EIAJ事 例 に対す る法 的考察





第5章EIAJ事 例 に 対 す る 法 的 考 察

5.1総 括

日本電子機i械工業会 は、平成元年5月 にrEIAJ取 引情報化対応標準1A」 を制定

・発行 した。 これは、 「データ交換規約」、 「運用諸規則 」、 「バ ーコー ド・ラベ ル ・

システム標準」か ら構成 されて いる。 その後、 この基準 は多数 の企業において受発注業

務の標準 と して運用 されている。 また、平成2年4月 には、 この基準を拡充 させ、rE

IAJ取 引情報化対応標準1B」 を発表す るに至 ってい る。

EIAJ標 準 は、各企業 にお いて受発注の システムが各社各様であ って、 それ らをオ

ンライ ン化す ることが容易で な く、また経済的な効率性 に も欠 けることか ら、標準化す

ることの必要性を認識 した ことに基づいて生まれ た もので ある。 したが って 、上記の制

定の趣 旨を踏 まえて、各企業 においては、 この標準 によ って、実施 し、運用す ることが

要請 されて いる ものであ る。

EIAJに お ける電子取 引は、先に第3章 、第4章 で紹介 し、検討 した 「プラネ ッ ト」

における電子取引 システムが手段的性格を もっているの と異 な り、取 引的性格を もって

いることに特徴があ るとい うことがで きる。

この特徴の違いは、両者 にお ける契約形態の違 いにあ らわれて いる。す なわ ち、プ ラ

ネ ッ トにお ける電子取 引の契約形態 は、取引の当事者間で オ ンライ ン取 引基本契約を個

別に締結せず、プ ラネ ッ トとの間で個別契約が締結 され る ことになる。 その結果、プ ラ

ネ ッ トを中心 と した包括 的な契約関係 によ って、取引の当事者間で電子取引が実施 され

ることになる。

これ に対 して、EIAJに おけ る電子取 引の契約形態 は、 「オ ンライ ン取引標準 シス

テ ム基 本契約書 」 に基づ いて、取 引の当事者間で個別 に契 約を締結す る ことが基本 に

な って いる。 また、VANを 利用 する場 合には、VAN会 社 と取引の当事者間でVAN

利用契約を締結 す ることになる。 もっとも、取引当事者 間の データの授受については、

VANの 接続形態 によ って異な って くる。

もとよりこのEIAJに おけ る電子取 引に係わ る企業 において取 り扱 う品 は多種多様

であるが、取 引の情報化対応基準 として定 めたところの事項 は、広範囲 にわた るととも

に、多角的に検討 され たところの成果であるので、そこにおけ る法的問題を考察す るこ

とは、他 の業種 における電子取 引の在 り方 について今後検討す る際に も、 きわめて有益

で あると考 える。
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本報告書で は、つ ぎの5.2以 下 において、EIAJに おけ る電子取 引をめ ぐって、

運用面、費用負担面、契約面、障害面、セキ ュ リテ ィ面 について、法的考察を加え るこ

ととす る。

5.2業 態 の 概要

い うまで もな く企業 間で行われ る取引 は、多種多様であ る。取 引の対象が物であ り、

取引の形態が売 買であ る場合で も、その物が特注品である場合(製 作物供給 の場合)と

大量生産品であ る場合では、その特性 は異な って いるであろ うし、取 引に、例え ば商社

などの第三者が介在す る場 合には、 これが介在 しない取引 とは異 なった特性があ り得 る。

こうした企業間取 引の多様性 にて らせば、企業 間取引を コンピュータと通信を利用 し

て 「電子化」するEDIの 制度構築、運用な どについて も、業態 としての特性・慣行・

取引当事者間の従来の取 引形態を必ず しも無視で きない ことは、容 易に想像され る。 し

たが って、本節 において、EIAJ取 引情報化対応標準(以 下 「EIAJ標 準 」 とい う)

の運用 に関す る検討 を行 うに際 し、 まず、 このEIAJ標 準 が取 り扱 う分野の業態 にっ

いて簡単に考察 してお きたい。

業 態の概要 は、おおむね次の とお りで ある。

(1)取 引の 当事者

部品 メーカー、アセ ンブル ・メー カーその他 のメーカーを含み、EIAJ標 準参

加者 は、それ ぞれ重層的な取 引関係があ る(各 部品メーカー同士で も、相互 に発注、

受 注の関係が あ りえ、部品 メーカー、 アセ ンブル ・メーカーの間で も相互 に発注、

受注の関係があ り得 る)。

なお、現実 には、商社介在の取引 もあるよ うで あるが、今回検討 の対象 とされて

いるEIAJ標 準において は、このよ うな介在 のない取 引を前提 と しているよ うで

あ る。

(2)系 列取 引性

上記のよ うにそれぞれ重層 的な取引関係があ るため、系列取 引性(特 定の企業 グ

ループ間 におけるいわば階層的取 引)は 、比較的薄 い。
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(3)対 象商品

規格標準品か ら特注品 まで多様であ り多種 にわたる。

(4)取 引形態

取引の 当事者 、対象商品によ り様 々のよ うであるが、対象商品 によ って は、年 間

の取引数量をあ らか じめ約定または予定 し、納期、納 入数量 、納入場所 などを具体

的 に決定す る取 引形態や、納入 先にあ らか じめ一定数量 の在庫 を確保 し、納入先が

使用 した部分につ いて売買が成立す るという取引形態 もあ る。

なお、取引当事者 間に、法律 的な意味での基本契約 ・個別契約の区分 ・締結が さ

れてい るか否かは、一様でない。

(5)メ デ ィア

業界の性 質上、 グル ープ内に第二種 通信事業者で ある事業会社を有 し、また自 ら

これを行 う参加会社 もあ る。 ただ、上述 のよ うに、取 引は、必ず しもグループ参加

企業内に止 ま らないたあ、網間接続であれ 、ポイン ト接続であれ、利用 するメディ

ア相互 の接続の必 要性 は高 い。

5.3運 用に関す る考察

以上 の概要 を前提 と して、その運用におけるデータの伝達方 法、運用時 間、代金決済、

第三者が介在す る場合 の問題、責任の諸点 を取 り上げ、 ラフな考察 をす るな らば、概ね

次のよ うになろ う。ただ、 この考 察 は、あ くまで も、標 準契約書 を前提 とした ものであ

ることをお ことわ り してお く。

(1)伝 達方法

EIAJ標 準 においては、取 引情報、特 に個別の取 引の成立 に必要な発注情報の

伝達方法 と して、 メールボ ックス方式が取 られている(EIAJオ ンライ ン取 引標

準化 システ ム基本契約書第6条 。以下 この契約書を 「標準契約書」 とい う。)'。 す

なわち、発注者 は、あ らか じめ特定 された メールボ ックス内 に自己の発注情報を蓄

積 させ、受注者 において これを 「取 りに行 く」とい う形式であ り、受注者が一定の

期 間内に諾否の通知 を しな い場合には、承諾 した もの と看倣 され、必ず しも受注情

報 の伝達 は行われないよ うであ る(標 準契約書第6条 。なお、商法509条 参照)。
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このような方式 は、いわゆ る 「単方向型」の システムであ る。 この システムは、通

信 コス ト、その他の コス トが比較的低額で済む ことに特徴があるが、発注者に して

みれば、欠品 の リスクをいかに避 けるかが 問題 となる。

この点、EIAJ標 準 において は、承諾情報の伝達 はない ものの、発注情報の受

領に関す る情報授受を行 うことが可能であ り、 この情報 には、ヘ ッダー部分が含ま

れ るため、発注情報の未受領 による リスクを回避 する ことが可能である。単方向型 、

特 にメールボ ックス型の方式 を採用す る場 合には、 この様な運用を行 うことは有益

であろう。

(2)運 用時間

EIAJ標 準 の運用時間 は、VAN接 続 時において1日24時 間、年365日 が

原則 とされ る。ただ、形態 によ って システ ムの休 業 日、一定の縞 目や締 時間を設定

す る必要があ る取引 もあ りえ、この場合の運用 時間な どに関 しては、当事者間で こ

れに関す る取 決め、結 目、締時間経過後のデ ータ処理 に関す る取決め(翌 日発注 に

振 り替え るな ど)な どを定め る必要が あろ う。

(3)代 金決済な ど

EIAJ標 準において は、代金算定 、決済 に関す る事項は、標準契約 書において

は定 めが おかれてい ない。 ただ、交換 され るデー タの 中には 「売掛 明細情報 」、

「買掛明細情報」が含 まれてお り、 この システムで交換 されるデータによ って決済

金額の確定を行 うとい うこと も考え られ る。 この ように考えた場合 は、上記 「売掛

明細情報 」、 「買掛 明細情報」の マ ッチ ングによる決済額の確定 という方式が考え

られ る。 しか し、例 えば、返品、検収不合格品の取扱 い、また、場合 によ っては、

各当事者 にお ける経理処理方式の相違 などの事情 によ り、売掛 データ、買掛 デー タ

の間でア ン ・マ ッチが生ず る こと も多 く、 この ア ン ・マ ッチの発生原因を解 明 し、

決済額を確定す るのに時間を要す ることも多 い。

したが って、 この システムによ って交換 され るデータに基づ いて代金決済額 を確

定するためには、これに、関す る取決めをす る ことが好 ま しいと考 え られ る。

(4)第 三者 の介在

前記5.2で 述べたよ うに、EIAJ標 準 の標準契約書 は、(第 一－Pt通信事業者

を除き)必 ず しも商社やVAN事 業者な どの売 買の直接 的当事者以外 の者 の介在を
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前提 と していないよ うで ある。 しか しなが ら、形態 によって は、 これ らの者が売買

取 引、運用 に関与す る こと も十分 にあ り得 ることで あ り、 この関与が ある場合、標

準契約書 の内容を どの よ うに調整す るかは、今後 の検討課題 といえるで あろ う。

一例だけを挙げれば、通信 回線の障害 による損害の責任者負担主義(原 因者 負担

主義 といいかえ る ことが可能 か。標準契約書第8条 参照)と 通常設 け られてい るV

AN事 業者の責任 制限条項の調整が このような検討課題 といい得 るで あろう。

(5)責 任

標準契約書第8条 において は、上述の とお り、障害発生時 にお ける原 因者負担主

義 ともいえ る考え方が採用 されている。ただ、発生 する障害 には種 々の ものがあ り、

場合 によ ってはその原 因を究明する ことが著 しく困難 な こと もあ り得 る。 このよ う

な事態が発生 した ときに本条に基づ く処理 をす ることが可能であ るか どうか は今後

の検討課題 と考え られ、本報告書別項によ って考察が なされ るであろ う。

5.4費 用負担 に関す る考察

EIAJ標 準 において は、 「システムに係わ る費用 は、受益者 負担を原則」 とす る と

され る(標 準契約第9条)。 立案の趣 旨は理解で きるが、 どの費用 にっ いていずれ の当

事者が 「受益者」 とい うか は一律 に決せ られないよ うに思 われ る。 この ことを踏 まえ た

上で、rEIAJ取 引情報化対応標準lB運 用諸規則 ・費用負担の考え方」にお いて、

初期投 資、 ランニ ングコス ト、接続 形態別費用 負担の考 え方 などが示 されてお り、現実

に締結 され る契約の上で は、 このよ うな考え方 に基づいて、各費用 ごとにその負担者を

具体的に定め ることが望 ま しいと考 え られ る。

なお、費用負担の決定 に当たっては、平成3年1月17日 に開示 され た公正取 引委員

会の 「流通 ・取引慣 行 に関す る独 占禁止法上の指針(案)」 において、小売業者 による

優越的地位 の濫用行為 に関 して、 「発注のオ ンライ ン化………のための費用 と して納入

業者 に負担 を要請す ることがある」が、 「システ ム化 に伴 って生ず る費用について具体

的な負担 の根拠や割合 を示 さないまま、例えば、受発注オ ンライ ン ・システムの利用料

……… として、納入業 者に負担を要請する」 ことが、優 越的地位の濫用 と して問題を生

じやすい、 と している ことには、留意すべ きであろ う。
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5.5契 約 に関する考察

(1)取 引基本契約書及 び覚 書

rEIAJオ ンライ ン取引標準 システム基本契約 」を中心 として

契約の成立、変更、取消 、撤 回お よび解除等権利 の得喪 に係わ るデ ータの運 用

ルールは、ほとん どが当事者間の取 り決め事項 として利用者 に委ね られて いるので、

標準契約 の利用に際 しては次 の点 に配慮す ることが必要ではないだ ろうか。

①意思表示の時期(第5条)

受信者側の電子取引に係 る運用上の負担を押え るとい う観点か らは、受信者側が

少 な くともアプ リケーシ ョン ・レベ ルで受信確認情報を発信す ることを前提 にすれ

ば、メールボ ックスへ記憶させた ことにより意思表示が行われ たとみな して もよい

であろ う。

しか し、発注者側が複数のVANを 経由 して注文デー タ(注 文変更、取消お よび

打切を含む)を 受注者側に送信す るよ うな場合は、エ ン ドツーエ ン ドの確認手段が

ないか ぎり、メールボ ックスへ の記憶段階で意思表示が あった とみ なすの は躊躇 さ

れ る。

そのよ うな場合、受信者が一定の 間隔をおいてメールボ ックスに照会 して データ

が現実に到達す るときとの時 間差 リス クが、受注者 に しわよせ られないよ う配慮が

必要であ る。

またメール機能が停止 した障害時の代替手段 と してペーパ ーまたはFAX等 の代

替手段に訴え る場合の契約成立の ルールにっ いて も同様 の配慮が必要 である。

② システ ム障害時の措置(第8条)

システムの障害 に関 しては、通常 第一種電気通信事業者に起 因す る もの について、

第二種電気通信事業者(VAN会 社)が 責任 を負担す る必要 はない もの とみ られ る

が本条3項 で は必ず しもこの点 を明確 に していないよ うにみえ る点 は問題 と考え る。

VAN会 社の立場が受注者側 と対等 に考慮 されてい るのか疑 問に感 じる。
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③取 引関係情報 の保存(第13条)

電子取 引にお け るデ ータ授受 の履歴 が明 らかにな るよ うに、少 な くと もアプ リ

ケー ション ・レベ ルで取引関係情報が対応 してい ることを前提に考え たい。

エ ラー発生 に伴 う錯誤の主張、損害賠償請求の原因究明 ・因果関係立証 の資料 と

して、発注者側 で も受注者側であ って も入手可能 な状態 になる ことが望 ま しい
。

(2)VAN利 用契約書

VANを 利用 した電子取 引に当た っては、発注者/受 注者のいずれ に対 して も中

立的立場 にあ るVANを 複数の発注者 と複数の受注者で利用するという形態 を も想

定で きる。 その場合 、発注者 または受注者がそれぞれVAN会 社 と、VAN会 社が

法令 に則 って定 めている契約約款 に基づ き、契約す ることになる。

また発注者 また は受注者 のどち らか一方 だけがVAN利 用契約 を締結す ることも

あるが、その場 合、所 定のVANに 端末接 続す る他方 の当事者の加入脱退 の 自由

(脱 退によ り不利益 を被 らな い等)を 保障 し、下請法の定めに配慮す ることが必要

であ る。

なお、発信者e
,VANお よびVANと 受信者 との間では、それぞれ運用 レベルで

責任範囲(「 デ ータ保証 」とい う表現 につ いては、データの内容 に関す る正確性 ・

完全性 の保証 のよ うな誤解を与えるお それがある。)の 問題 があるが、複数VAN

の接続 を前提 とす る場合 に、当事者の一つに負担が集中 しないよ うにバ ラ ンスに注

意 したい。

(3)VAN間 接続 におけるデータ中継契約書及 び接続確認書

VAN間 の接続確認書 にっいては、発信者側で受信者側 のVANに 送 る もの とす

るか、受信者側が発信者側に取 りに行 くもの とす るのか、いずれの方式を選択 す る

かによって発信者 または受信者 に与える影響が大 きいだけに、VAN間 の協議 だけ

で決め ることはで きない と思われる。
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5.6障 害 に関する考案

(1)エ ラーデ ータの取 り扱い

エラーデータの取扱 いにっいて は、EIAJ基 準では とくに規定 されていない。

エ ラーデータに関 して は、実務上 はエ ラーデータが発生 した時 にいかに迅速 にそれ

に対応す るか とい うことが関心 の対象 とな ってい る。その 限 りで は、問題 は、エ

ラーデー タによ る トラブルの拡大 防止 とその コス トとい う リス ク ・マネ ジメン トの

あ り方 につ いての議論 に尽 きる。 そ こでは、 とくに法的問題 を議論す るに及 ばない。

しか し、エラーデータに関 しては、その取 り扱 いとい う事実上の対応 とは別 に、

い くっかの法的問題を孕んでい る。その主要 な もの と しては、①エ ラーデー タが発

生 した場 合の契約の成否、②エ ラーデ ータによ り損害が発生 した場合の損害賠償責

任、③ エ ラーデータが発生 した場 合の関係者の送信者への通知義務、以上の3っ の

問題があげ られ る。

① エ ラーデー タの場 合の契約の成否

エラーデータの場合、受信 され たデータの意味が確定で きないよ うな場合には送

信者側の意思 は到達 しなか ったことにな り、契約の成立 を論ず る余地 はない。

受信 されたデータか ら取 引関係上考 え うるような一定 の意味が読 み取 れるような

場合 もある。その場合、受信者側が エ ラーデータではないと誤信 して次 のステ ップ

の取引上 の所作をとること も考え られ る。 これ は、法的には錯誤(送 信者 の本来の

意思 と受信 された内容 との食い違 い)の 問題 となり、民法上の錯誤の要件 を充た し

た場合には、その意思表示 は無効 とい うことになる。 しか し、そのよ うな場合で も、

事業者間取 引で は、受信者が不測 の不利益 を負担す るよ うな、錯誤 とい う法的構成

に依拠 して双方が争 うとい うよ うな結果 とな ることは、まず あ りえない ことで ある。

したが って、当事者 間に余程の信 頼関係がないよ うな場合を除 き、 この点に留意 し

て とくに法的対策を講 じてお く必要 はないとい って もよい。

② エラーデー タによ り損害発生 した場合の損害賠償責任

エ ラーデータにより、何 らかの取 引上 の損害が生 じること もあ る(た とえば、商

機 の逸失 、納期の遅れ等によ る損害)。 エラーデー タの発生が被害者以外の者に起

因す る場 合には、法的な問題 として、その被害者に対す る契約違反 ない しは不法行

為を理 由 とす る損害賠償責任の問題 が生 じる。そ こでは、立証の困難 さ、損害賠償
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の範囲の問題等、解決 の難 しい問題 を含んでいる。 しか し、それ らにっいて はシス

テム障害等 その他の トラブル に起因す る場合 と基本 的には同様の スタンスで対応す

べ きもので ある。つ ぎの項((2)③)で まとめて整理 した い。(な お5.3参 照)。

③ エラーデー タ発生の場合の送信者への通知義務

エ ラーデータの取扱いにっいて、 リスク ・マネ ジメ ン トとして、迅速 なそれ に対

する対応が問題 とな り、EIAJ基 準には規定が ないものの、当事者間の協議 によ

り一定の取 り決 めが必要 であ る ことが指 摘 されてい る し、全銀手 順上 も、エラー

データにっいての送信者への連絡方法は個別に決め ることと して いる(4.5(1)を

参照)。 エラーデータにつ いて は、 この送信者への連絡が一番問題 とな る。そ して、

その事務処理が適切であったか どうか、あ るいは トラブルの拡大を適切 に防止 した

か ど うかは、事業者 間取引で も正面か ら問題 とされ るところであろ う。

このよ うに、エ ラーデータの送受信それ 自体につ いての責任 よ りも、事業者 と し

ての事後処理のあ り方が問われ るとすれば、法的に も、それに対す る対応を してお

くことが望 ま しい。

具体的 には、エラーデータを チェ ックす る義務あ るいはその義務の範囲、エ ラー

データにっいて送信者 へ遅滞 な く通知す ること、事後処理 と しての対応を速やかに

図 ること等 を、契約上 の義務 と して取 り決めてお くことが望 ま しい。

(2)シ ステム障害の場合の対応

システム障害時の措置について は、EIAJオ ンライ ン取 引標準基本契約書で は、

その第8条(本 システムの障害時の措置)で 規定 されている。 そ こで は、① 当事者

双方 の相手方の通知義務および速やかに対応を図 る義務(第1項)、 ② 障害発生後

復 旧までの間に代替方法によ りシステム運用をす る義務(第2項)、 ③ 障害に基づ

く損害賠償責任(第3項)、 以 上の3つ の事項が規定 されてい る。上記 の3っ の場

合の他に、 システ ム障害 について も、エ ラーデータの取扱の場合 と同様、理論上 は

契約の成否 の問題 も考え られ るが、上記((1)①)で 述べた とお り、 とくにそれに対

応 してお く必要はないといえよ う。

① 当事者双方の相手方へ の通知義務および速やかに対応 を図 る義務

エ ラーデータにっ いて述べたの と同様 に、 システム障害の場 合 も、障害それ 自体

についての責任よ りも、事業者 と しての事後処理 の仕方が問われ ることにな る。
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これに対 して、前記第8条 第1項 は、当事者双方 の相手方の通知義務および速やか

に対応を図る義務を規定す る もので ある。 システ ム障害 に対す る対応 と しては、そ

の ほか に も、復 旧手順 や運用窓 口、障害連絡 ルー トな どの取 り決め も必要である

(4.5(1)を 参照)。

② 障害発生後復 旧までの間に代替方法 によ りシステム運用をす る義務

システム障害が復 旧す るまでの間の取引 については、前記第8条 第2項 は、当事

者双方が合意の うえで、 「必要に応 じて所定の注文書等 の書面を相手方に交付す る

か、それに代わ る方法によ り通知す る」 と規定 してい る。 ここで は、原則的な代替

方法 として書面の交付を挙げて いるが、それは、 システ ム障害の原因に したが って、

もっとも適切な方法が選択 されるべ きことになる。

たとえば、通 信 システムの異常 の場合 には、い きな り書面の交付 に戻 るので はな

く、フロ ッピイデ ィスクのハ ン ドデ リバ リーによ る方法 を代替措置 として取 り決め

てお くことも考え られ る。

この障害時の取引手段の代替措置の問題 と関連 して、 さ らに代替措置で処理 した

取 引を障害が復 旧 した後 に、二重発注、二重請求 、あるいは逆に、請求漏れな どの

ないよ うに、その取 引をどのよ うに扱 うか とい う点 を配慮 しておかなければな らな

い。

とくに受発注のデ ータ交換取引が、納品 ・請求 ・支払 いの事後のプロセスと リン

クして システム化 されてい る場合、書面等 の代替措置で処 理 した取引を改めてその

データ交換取引の システムへ転換 してお くことが必要 とな る。 したが って、 この点

について は、前記8条 で は明記 されて いないが 、当事者双方で取 り決めが必要な事

項 といえよ う。

③ システ ム障害 に基づ く損害賠償責任

システム障害に基づ く損害賠償 につ いては、前記第8条 第3項 は、当事者の うち

「当該障害の発生 にっ いて責任 を有す る側が負担 し、その負担額 および負担方法 は

両者協議 の うえ決定す る」と規定 して いる。

システ ム障害の場合の損害賠償責任 について は、解決困難 な様 々な問題が含 まれ

ている。その リス ク配分 についての合理 的なルールを見出す ことは、データ交換取

引が取引手段 と して広 く採用 され るようにな り、よ うや く定着 しつっあ る現段階で

は、かな り困難であ る。
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したが って、取 引標準基本契約書 の前記の規定が、原因者負担の原則 と負担額 お

よび負担方 法は協議 による旨、 この2点 を定めるに留 ま っているの も、 このよ うな

現状か らはやむをえない。 しか し、なお、以下のよ うな問題点 に留意 して、よ り合

理的な基準 を追求すべ きで あろ う。

i責 任 を有す る側

まず、実 際上 もっとも難 しい点 は、 「当該障害の発生 について責任 を有す る側 」

の意味をいかに解す るかで あ る。そ こで は、主 たる問題点 として、つ ぎの3っ を挙

げることがで きる。

第一には、当事者の いずれ の側 に起因す る障害 とみ るか とい う判断が 、 システム

運用上のいわゆる 「データ送達 の責任範囲」(4.2(5)を 参照)に よるのか、セキ ュ

リテ ィ上 のいわ ゆ る 「保安責任 に関する責任分界」(4.6(4)を 参照)に よるのか、

あるいは、それ らは一種 の行為規範に過 ぎず損害賠償責任 の判断 とは直接 リンクし

ないとみ るべ きなのか。

第二には、 「責任を有す る」 とい う判断 は、契約違反 や不 法行為の民事責任にか

かる伝統 的な理論で求 め られ て きた 「過失」ない し 「責 に帰すべ き事 由」の存在を

前提 とす るもの なのか ど うか。

第三には、同 じく 「責任 を有す る」 という場合、当事者 の行為 に直接起因す るの

ではな く、た とえ ば、VAN業 者、通信回線業者、電 力供給業者等の第三者の行為

に起因す る場合 も、前記 の責任分界の考え方 、伝統 的理論 である履行補助者の過 失

の法理、近 時のいわ ゆる システム責任論等を介 して、 ここに含 まれ ると解すべ きな

のか どうか。

以上の3っ の いずれの論点 について も、現段階で は、必 ず しも共通 の認識があ る

とはいえない。

ii損 害賠償の範囲

さ らに、損害賠償の範 囲につ いて も、 「負担額および負担方法 は両者協議の うえ

決定す る」と して いるが 、何 を基準 として協議す るのか、民事責任にっいての これ

までの基準 、すなわ ち、通常損害 と特別損害 に分けてそれ ぞれ について賠償範囲を

定め る民法 の規定(416条)が ここで も妥 当す るのかど うかが問題 となる。

結局は、あ らか じめ免責 ない し責任制限の特約をいれ ることによ って トラブルを

回避 しよ うとす ることになろ う。その場合、その特約 の社会 的妥当性が問題 とな る
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が、それを判断するに際 して は、どのよ うな要素が汲み あげ られ るべ きか も問題 と

なる。

これ らの損害賠償 の範囲 に関 す るいずれの問題点 につ いて も、 まだなお、共通の

認識があ るとはいえない。

血 損害賠償の法的根拠

なお、取引標準基本契約書 の この条項 は、 もちろん 、受発注 の当事者間の損害賠

償責任 を規定するものであ る。 しか し、 この ことは、 システム障害が第三者の行為

に起因す る場合に、その被 害者 とな った受発注の当事者 の一方が 、その直接の加害

者 に対 して、 どのよ うな法的根拠で どのよ うな請求がで きるか、 とい うことと密接

に関連 している。 また、それ は、同様の場 合に この条項 によ り受 発注 の当事者の一

方が被害者であ る他方 に賠償 した とき、その者が、直接 の加害者に対 して、どのよ

うな法的理 由で どこまで求償で きるか、 とい うことと も密接 に関連 している。

これ らの問題につ いて も、その責任の根拠、損害賠償の範囲等に関 して、受発注

の当事者の場合 とまった く同様の議論が あ り、 これ また、現段階で は十分に整理 さ

れているとはいえない。

5.7セ キ ュ リテ ィに関す る考 察

(1)セ キ ュ リテ ィと法 的責任

コンピュータとその システ ムに関す る事故 ・障害発生 によ る影響 ・損害を守るた

めの対策 および措置を コ ンピュータセキ ュ リテ ィとよぶ な らば、それ 自体 は法的な

議論の対象 とはな らな い。それ は、 リスク回避のためのエ レク トロニ クス技術の問

題であ り、また コンピュータ システムの リスク ・マネ ジメ ン トの問題で ある。

その範囲で取 り決めが なされて も、それ は、その まま当事者間で紛争 があった場

合の解決基準(最 終 的 には裁判 の基準)に な る もので はな い。 なお、 当事者間で

「電子計算機 システム安全対策基準 」(昭 和52年4月4日 通産省公表)、 あるいは

「情報通信ネ ッ トワー ク安全 ・信頼性基準」(昭 和62年2月14日 郵政省告示第73

号)を 充た しているべ きことを約 してい る場合で も、 同様 の問題が残 る。

EIAJ取 引標準基 本契約書の11条 は、当事者双方が 「善良 なる管理者の注意

を もって、装置の保守 ・管理を行 う」 旨を定 めてい る。 この規定 も、必ず しもシス

テム障害時の損害賠償 責任 にっいて定め る第8条3項 の前提 とな って いる(す なわ
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ち 「責任 を有す る側」についての判断基準 を示す もの)と は認 め られ ない。 システ

ム障害時の民事責任の問題 は、前述 したよ うに、様 々な難 しい要素 をは らむ8条3

項の解釈問題 と して論 じられ ることになる(5.5(2)③ を参照)。

(2)伝 送相手の確認 と契約の成否 に関す る法的問題

セ キュ リテ ィの問題の一つ と して、伝送相手の確認方 法につ いて は、回線種別、

ネ ッ トワー ク形態別 に取 り決めを行 う必要が あると し、全銀手順 レベルでの対応 と

パ スワー ドを定期的 に変更す る等の運用面での対応が あるとされてい る(4
.6(1)を

参照)。

無 資格者がパ スワー ドを使用 してア クセス した場合、法的に は、前述の損害賠償

の問題 とは別に、それ による契約の成否が問題 となる。現 在のEIAJ取 引標準基

本契約書には、 これ に関す る条項は盛 り込まれて いないが、デー タ交換取引で は、

登録 されたパ ス ワー ドによ るアクセスがあ った場合には、つね にその名義人であ る

契約 当事者 によるアクセ スとみなす 旨が規定 され ることが多 い。

このよ うに、無資格者 によるアクセスについては、伝統的 な法理論 と して は、表

見代理や手形の偽造 などの法技術が対応す ることになる。 これによ ると、そのア ク

セスを有効 とす るには、名義人である契約当事者が アクセ ス した者 に対 してなん ら

かの取引権 限を与 えて いた場合など、一定の帰責事由のあ ることが要求 される。

したが って、一律 に有効 とす る、このよ うなみな し規定 を設 けることに は、厳密に

は、問題が ないわ けで はない。

しか し、登録 されたパ スワー ドによ るア クセスが ある限 り、それが権 限ある者 に

よるア クセ スであ るとい う事実上の推定が強 く働 くし、無資格者 によるア クセスを

め ぐる トラブルについては、 と くにオープ ンシステムで もないか ぎり、事業者 間取

引で は、問題 とす る意味 は少ないといえ る。 なお、 まった く部外者の業務妨害的 な

行為 と して無 資格者 によるアクセスが行われ た場 合にっいていえば、それは、 この

よ うな規定 の射程外 にあ る ものと解 さざるをえない。
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第6章 資 料 編

6.1プ ラネ ッ トシステム ・サー ビス契約書及び運用規定(摘 要)

プ ラ ネ ッ ト シ ス テ ム ・サ ー ビ ス 契 約 書

(以下 甲とい う)と 株式会社 プラネ ッ ト(以 下乙 とい う)は 互 いに協力 し

て、甲及びその卸店の業務を円滑に遂行 させ、ひいては業界の合理化 と公共の利益 に寄与

す ることに合意 したので、次の とお り契約す る。

第一章 総 則

第1条

第2条

第3条

第4条

第5条

第6条

第7条

第8条

(目 的)

(定 義)

第 二 章 プ ラネ ッ トシステ ム ・サ ー ビス

(プ ラネ ッ トシス テム ・サ ー ビスの 運 営)

(本件サーほ の特定)

(接続 用 コンピュータ ・通信プ ログラム)

(通信 回線)

(本件サ ー ビスの利用)

(付随的な権利義務)
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条

条

9

10

第

第

条

条

11

12

第

第

条

条

13

14

第

第

条

条

15

16

第

第

条

条

17

18

第

第

条

条

19

20

第

第

第三章 金銭 の支払 い

(料金 ・支払方法)

(料金の改定)

第四章 その他

(機密保持)

(本件サー ビスの提供停止)

(免 責)

(損害賠償)

(契約の期間)

(事情変更 による契約 の終了)

(契約 の解除)

(契約終了等 をめ ぐる処置)

(協議事項)

(合意管轄)
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制 定:昭 和 年 月 日

最終改訂:平 成 年 月 日

運 用 規 定

この運用規定 はプラネ ッ ト参加 メーカー(以 下 甲とい う)と ㈱ プ ラネ ッ ト(以 下 乙 とい

う)の 間で締結 され たプ ラネ ッ トシステム ・サー ビス契約の運用に関す る細 目を定 あた も

のです。

1.接 続希望卸店数の 申込み

2.接 続 の準備

3.通 信の申込み

4.通 信テス トの完了通知

5.通 信の中止 ・変更

6.通 信 サー ビス稼働 日 ・時間帯

7.デ ー タ別保 管期 間

8.問 合せ窓 口

9.サ ービス要綱

10.支 払口座

以 上
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6.2プ ラネ ッ ト通信サー ビス契約書及び利用規定(摘 要)

プ ラ ネ ッ ト通 信 サ ー ビ ス 契 約 書

(以下 甲とい う)と 株式会社 プラネ ッ ト(以 下 乙 とい う)は 、互いに協力

して、甲の情報通信業務を 円滑に遂行 させ、甲の業務の合理 化ひいては卸流通業界の発展

に寄与す ることに合意 したので、次の とお り契約す る。

第一章 総 則

第1条(目 的)

第2条(定 義)

第二章 プラネ ッ ト通信 サービス

第3条

第4条

第5条

第6条

第7条

第8条

第9条

(プ ラネッ ト通信サー ビスの運営)

(本件 サー ビスの特定)

(端末機 ・通信 プログラム)

(通信回線)

(本件サー ビスの利 用)

第三章 その他

(機密保持)

(本件サー ビスの提供停止)
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第10条

第11条

第12条

第13条

第14条

第15条

第16条

(免 責)

(契約の期間)

(事情変更による契約の終了)

(契約の解除)

(契約終了をめ ぐる処置)

(協議事項)

(合 意管轄)
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制 定:昭 和 年 月 日

最終改訂:平 成 年 月 日

利 用 規 定

この利用規定 は卸店(以 下 甲 とい う)と 株式会社 プラネ ッ ト(以 下乙 とい う)と の間で

締結 され たプラネ ッ ト通信サー ビス契約 の運用に関す る細 目を定めた ものです。

1.導 入接続準備

2.個 別メーカーとの通信開始

3.通 信 テス トの完了通知

4.通 信の内容変更 ・中止

5.通 信サー ビス稼働 日 ・時 間帯

6.通 信データの保管期間

7.問 合せ窓 口

8.プ ラネ ッ ト通信サー ビス契約 の第2条1号 に該 当 しない メーカー(以 下丙 という)と

の通信

9.サ ー ビス要綱

10.サ ー ビス料 金 ・支払方法

11.請 求縞 目 ・口座振替 日

以 上
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6.3ElAJオ ンライ ン取 引標準 システム基本契約書

甲;発 注者、乙;受 注者

(以下 「甲」 とい う。)と(以 下 「乙」 とい う。)

とは、甲乙間の取 引に関 し、EIAJオ ンライ ン取引標準 システムを利用す るにあた り、

次の とおり契約 を締結す る。

第1条(目 的)

本契約 は、 甲乙がEIAJオ ンライ ン取 引標準 システムを利用することによ り、 甲乙

間の取引を円滑かつ合理的 に推進す るために締結す るものと し、両者 は誠意を もって こ

れを履行す る。

第2条(適 用範囲)

1.本 契約 は、EIAJオ ンライ ン取引標準 システムを利用 して行 う甲 と乙 との取引お

よびその付帯業務 について適用す る。

2.EIAJオ ンライ ン取引標準 システムを利用 して行 う甲と乙 との取引およびその付

帯業務の内容 は、 甲乙別途協議の うえ決定す る。

第3条(用 語の定義)

(1)EIAJオ ンライ ン取 引標準 システム

この契約 にお いてEIAJオ ンライ ン取 引標準 システ ム(以 下 「本 システム」 と

い う。)と は、甲および乙が、相手方 に提供す る取 引関係情報をメール ボ ックスに

EIAJ標 準プ ロ トコルの状態 で記憶 させ 、提供を うけ る側が、当該取引関係情報

をメール ボ ックスか ら受信 し、利用す るシステムをい う。

(2)EIAJ標 準 プ ロ トコル

本 システ ムを利用 して取引関係情報を相手方に提供 する場合に使われ るプ ロ トコ

ルであ り、(社)日本電子機械工業会(通 称EIAJ)発 行のrEIAJ取 引情報化対

応標準 』で規定す る ものをい う。
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(3)取 引関係情報

甲乙間の継続的取引 において、個 々の取引契約(以 下 「個別契約」 とい う。)の

申込、およびその回答、 または、個 別契約 内容の変更 もしくは解 除の 申込お よびそ

の回答、その他相手方 に対す る意 思表示および これ らに付随す る諸情報 の うち、本

システムを介 して甲乙間で相互に提供 され る諸情報を総称す る。

(4)申 込データ

甲または乙が、前号の取 引関係情報 の うち、個別契約の申込 として本 システ ムを

介 して相手方 に提供す る情報 をい う。

(5)メ ールボ ックス

本 システムの利用に際 し、 甲および乙が相手方 に提供する取引関係情報 を記憶 さ

せ る場所 の ことをい う。メールボ ックスの運用時間帯 に受信者 の任意 の タイ ミング

によ り受信可能であ り、かつ、取 引関係情報量 に対応可能な蓄積機能を有す るとい

う条件 に満足す る ものでな ければな らない。

以下 、甲か ら乙に対 して提供 され る取引関係情報の受渡場所を 「乙の メールボ ッ

クス」 といい、乙か ら甲に対 して提供 され る取 引関係情報 の受渡場所 を 「甲の メー

ルボ ックス」とい う。なお、 「乙の メールボ ックス」 と 「甲のメールボ ックス」 と

が第三者の電子記憶装置内の電子 ファイルで あることを妨げない。

(6)オ ンライ ン取 引用設備

甲および乙が、本 システムを利用す るために、自 らが準備 ・使用す る電子計算機、

端末機 器および周辺機器等(以 下 「ハ ー ドウ ェア」という。)、 並 びに当該ハー ド

ウェアに使用 され るソフ トウェアを総称 して い う(以 下 「装 置」とい う)。

(7)オ ンライ ン取引用電気通信回線

甲および乙が、本 システムを利用す るために準備す る、甲の装 置 と乙の装置 との

間の電気通信回線で あり、第一種電気通信事業者 により敷設、提供 された ものをい

う(以 下 「通信回線 」とい う)。
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第4条(実 施手順)

1.甲 乙 は、以下の各号 に定 める要領 に したが い、相互 に取 引関係情報 を提供、利用す

る。

(1)甲 乙は本 システ ム利用 に際 し、取引関係情報の受渡場所 と しての メールボ ックス

を定 める。

(2)甲 が乙に取引関係情報 を提供 しようとするときは、甲は当該取 引関係情報を作成

して原則 と してEIAJ標 準 プロ トコルの状態で、乙の メール ボ ックスに記憶 させ

る。

(3)乙 は、前号によ り乙のメール ボ ックスに記憶 された取 引関係情報 を、乙の装置の

受 信機能を起動 させる ことによ り乙の装置内に受信 し、利用 す る。

(4)乙 が甲に取引関係情報 を提供 しようとす るときは、乙は当該取 引関係情報 を作成

して原則 と してEIAJ標 準 プロ トコルの状態で、 甲のメールボ ックスに記憶 させ

る。

(5)甲 は、前号によ り甲のメール ボ ックスに記憶 された取 引関係情報 を,甲 の装置の

受信機能を起動 させ る ことによ り甲の装置内に受信 し、利用す る。

(6)甲 および乙は、相手方 に提供す る取 引関係情報をEIAJ標 準 プロ トコルの状態

に変換す る業務、 および、EIAJ標 準 プロ トコルの状態 の取 引関係情報を 自己の

要求 する形式に変換す る業務を相 手方または第三者に委託す る ことがで きる。

2.本 システム実施 における取引関係情報のフォーマ ッ ト、送信頻度 、受信頻度、運用

時間、 メール ボ ックスにおける保存 期間、送受信確認方法等詳細事項 につ いては、別

途甲乙協議の うえ決定す る。

3.取 引関係情報が 、本 システムによ り提供 される場合の他 、書面 によって も提供 され

る場合 には、送信者 は当該情報の相 互間に相違 ・矛盾を生 じさせ ないようにする。な

お、相違 ・矛盾が生 じた場合 は、原 則 として本 システ ムによ り提供 され る取 引関係情

報が優先す る。

第5条(意 思表示の時期)

本 システムによる甲乙間の意思表示 は、甲および乙が提供すべ き取引関係情報をそれ

ぞれの相手方の メール ボ ックスに記憶 させ た時に、相手方 に対 して意思表示 され た もの

とみなす。
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第6条(個 別契約 の成立 および内容)

1.甲 が乙に対 して個別契約 の申込をなす場合 には、第4条 に定 める実施手順に したが

い、申込データを乙のメールボ ックスに記憶 させ ることによ り行 うもの とし、乙は同

実施手順に したがい、乙のメールボ ックスか ら当該 申込デ ータを受信する。 この場合、

甲が乙に対 して意思表示 を行 った時点 を もって甲が乙 に対 し、当該 申込データの内容

通 りの個別契約の申込 を行 った もの とみなす。

2.乙 は、第4条 第2項 によ り両者協議 の うえ定 あ られ た受信頻度で乙の メールボ ック

スか ら申込 データを第4条 第1項(3)に 定め る方法で受信す る もの とす る。

3.第1項 によ り甲か ら個別契約の申込が なされた ときは、乙は遅滞 な く当該 申込に対

して諾否の通知を行 う。 ただ し、甲乙で取 り決めた期 間内に乙か ら諾否の通知がない

場 合は、当該申込 に対 し承諾 した もの とみ なす。

4.第1項 の申込データには、甲およ び乙の名称、発注年月 日、品名、単価、数量、納

期、納入場所、その他個別契約 に必要な事項を含む。 また、本 システムにより伝送 さ

れた情報は、適切 な手段 ・手続等 に則 って行われ正当な権 限を有す る発注者が発信 し

た ものとみなす。

第7条(個 別契約の変更)

本 システムによる個 別契約の内容 を変更す る必要が生 じた場合 は、甲乙協議の上 変更

する。 この場合、甲は、新 たに取引内容を本 システムによ り乙 に通知 し、乙は遅滞な く

諾否 の通知 を行 う。ただ し、 甲乙で取 り決 めた期間内に乙か ら諾否の通知がない場合 は、

承諾 した ものとみなす。

第8条(本 システム障害時 の措置)

1.電 子記憶装置、通信 回線 の故 障またはその他の理 由によ り、本 システムに障害(以

下 「本障害」という。)が 発生 した ときには、甲乙は、それぞれ相手方 に連絡 し、速

やか に対応を図る。

2.甲 および乙は、合意の うえで本障害 が復旧するまで の間、必要に応 じ所定の注文書

等の書面 を相手方 に交付す るか、それに代わ る方 法によ り通知す る。

3.本 障害等 に基づ く損害 につ いて は、甲乙の うち、当該 障害の発生につ いて責任を有

す る側が負担 し、その負担額 および負担方法 は両者協議 の うえ決定す る。
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第9条(費 用負担)

本 システムに係わ る費用は、受益者負担を原則 とし、 甲乙それぞれが負担 する。

第10条(装 置および通 信回線 の整備)

1.甲 および乙 は、本 システムを利用す るため に必要 な装置および通信回線 の整備 を、

それぞれ行 う。

2.甲 は本 システ ムの実施にあた り甲が必要 と認めたときは、乙にハ ー ドウェアを貸与

す ることがで きる。 この場 合、使用条件等 について は別途甲乙協議 して定 める。

3.甲 が有す るオ ンライ ン取 引用 ソフ トウェアをζに対 し使用許諾す る場合 は、使用許

諾条件等 について、別途 甲乙協議の うえ決定す る。

第11条(装 置の保守)

甲および乙 は、善良 な る管理者の注意 を もって、装置の保守 ・管理を行 う。

第12条(記 録内容 のか いざん禁止)

1.甲 および乙は、本 システムにおいて、 メールボ ックスに記録 された取 引関係情 報の

内容 をか いざん して はな らない。

2.前 項の規定 は、相手方が メールボ ックスに記録 され た取引関係情報 を受信 した後 も

同様 とす る。 また、第7条 において個別契約が変更 され た場合、その記録内容にっい

て も同様 とする。

第13条(取 引関係情報の保存)

取引関係情報の保存期間 は、法 の定めによる もの とし、 甲および乙は、当該取 引関係

情報の電子 ファイル、磁気テープ、フロ ッピーディス クおよび書類 などの記録媒体 にて

保存す る。

第14条(秘 密保持)

甲および乙は、本契約期 間中はもとよ り、本契約完了後 において も本 システムの実施

により知 り得 た情報 を第三者 に漏洩 してはな らない。ただ し、次の各号 のいずれかに該

当す るものは、 この限 りで はない。

(1)相 手方か ら開示 を受 けた際、既 に自 ら所有 していた もの。

(2)相 手方か ら開示 を受 けた際、既 に公知公用であった もの。
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(3)相 手方か ら開示 を受 けた後に、甲乙それ ぞれの責 によ らないで公知または公用 と

な った もの。

(4)正 当な権 限を有す る第三者か ら秘 密保持 の義務を伴わず入手 した もの。

第15条(権 利義務の譲渡)

甲および乙 は、相手方の事前の書面 による承諾 を得ない限 り、本契約および個別契約

によ り生ず る一切 の権利義務 の全部 また は一部 を第三者に譲渡 し、 もしくは引受 けさせ、

または担保 に供 してはな らない。

第16条(本 契約の解約)

甲および乙 は、本 システムが有効で ない と判断 した場 合、3カ 月の予告期間を もって

いっで も本契約を解約す る ことがで きる。

第1下条(期 限の利益の喪失)

甲および乙は、第18条 第1項 各号の一 に該 当す る事由が生 じた ときは、直ちに相手方

にその 旨通知す るとともに、相手方に対す る一切の債務 につ いて、当然期限の利益を喪

失 し、直ちにこれを弁済 しなければな らない。

第18条(本 契約および個別契約の解除)

1.甲 および乙 は、相手方 に次 の各号の一 に該 当する事由が生 じた ときは、本契約およ

び個別契約の全部 または一部 を解除す ることがで きる。

(1)本 契約お よび個別契約に違反 した とき。

(2)正 当な理 由な く期間内に契約 を履行す る見込 みがない と認 め られ るとき。

(3)重 大な損害 または危害をおよぼ した とき。

(4)監 督官庁 よ り営業の取消 し、停止等 の処分を受 けたとき。

(5)仮 差押え、仮処分 、強制執行 、担 保権の実行 と しての競争等 の申 し立て、または

破産、和議 、会社更生 、会社整理 の 申 し立てがあ ったとき、 もしくは清算 に入 った

とき、あるいは支払 い停止、支払 い不能 の事 由が生 じたとき。

(6)解 散の決議を し、または他の会社 と合弁 したとき。

(7)財 産状態が著 しく悪化 し、 また はそのおそれがあ ると認 め られ る相当の事 由があ

るとき。

(8)災 害その他やむを得ない事 由によ り、契約 の履行が困難 と認 め られ るとき。
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2.前 項の解除は、 甲または乙が蒙 った損害につ いて相手方 に損害賠償請求 をす ること

を妨げ ない。ただ し、前項第8号 の場合は この限 りで はない。

第19条(協 議事項)

本契約および個別契約 に定めのない事項については、既 に甲乙間で取 り交わ し済みの

取 引基本契約書 によ る。 また、疑義を生 じた場合 は、甲乙協議の うえ解決する。

第20条(管 轄裁判所)

甲および乙は、本契約および個別契約に関する紛争の管轄裁判所を○○○○裁判所と

する。

第21条(有 効期間)

本契約 の有効期間は、平成○○年○○月○○ 日か ら平成○○年○○月○○ 日まで とす

る。ただ し、期間満 了の1カ 月前 までに、甲または乙か ら書面 によ る異議 の申 し出のな

いときは、本契約 と同一条件で更 に1カ 年 間更新す る もの と し、更新 され た期間 につい

て も同様 とす る。

本契約 の成立を証す るため、本書2通 を作成 し、甲乙記 名捺 印の うえ、各1通 を保有

す る。

平成 年 月 日

甲:名 称

所 在 地

代表者氏名 口E

乙:名 称

所 在 地

代表者氏名 口E
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6.4ElAJ-EDI接 続確 認 書

EIAJ-EDI

接続確認書

(平成 年 月 日)

会 社 名

事業所名

所 属

役職 ・氏名

担当者氏名

会 社 名

事業所名

所 属

役職 ・氏名

担当者氏名

(VAN)

会 社 名

事業所名

所 属

役職 ・氏名

担当者氏名

会 社 名

事業所名

所 属

役職 ・氏名

担当者氏名
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接 続 確 認 書(直 結の場合)

会社名 会社名

事業所名 事業所名

[シ ステ ム] [シ ス テ ム]

機 種 名(

OS名(

通 信S/W名(

全 銀 センターコード(

EIAJセ ンター.コード(

)

)

)

)

)

[DCE]

機 種 名(

OS名(

通 信S/W名(

全 銀 センターコード(

EIAJセ ンター●コード(

)

)

)

種 類(MODEM・DSU)

… 以 下MODEMの 場 合 一ー一

機 種 名()

タイミングRS→CS(ms)

キャリア→CD(ms)

スクランブラ(Yes.No)

[アクセスポイント]

No1(

No2(

)

)

)

)

[DCEコ

種 類(MODEM・DSU)

一一一 以 下MODEMの 場 合 一一一

機 種 名()

タイミングRS→CS(ms)

キャリア→CD(ms)

スクランブラ(Yes●No)

[アクセスポイン}]

Nol()

No2()

[ネ ッ トワー ク/手 順]

回線種類

口公衆 口DDX-C

口専用(帯 域 ・符号)

口その他()

回線速度(bps)

通信手順

口全銀 口その他()
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接 続 確 認 書(VAN利 用の場合)

会社名 会社名

事業所名 事業所名

[シ ステ ム] [シ ステ ム]

機種名() 機種名()
OS名() OS名()
通信S/W名() 通信S/W名()
全 銀 センターコード() 全 銀 センターコード()
EIAJセ ンター・コード() EIAJセ ンター●コード()

[DCE] [DCE]

種 類(MODEM・DSU) 種 類(MODEM・DSU)
… 以下MODEMの 場合 … … 以 下MODEMの 場 合 一一一

機種名() 機種名()
タイミングRS→CS(ms) タイミングRS→CS(ms)

キャリア→CD(ms) キャリア→CD(ms)

スクランブラ(Yes・No) スクランブラ(Yes・No)

[VAN] [VAN]

アクセスポィン}No1() アクセスポィン}No1()

No2() No2()
全 銀 センターコード() 全 銀 センターコード()

EIAJセ ンター・コード() EIAJセ ンター・]一ド()

回線種類 回線種類
口公衆 口DDX-C 口公衆 口DDX-C
口専用(帯 域 ・符号) 口専用(帯 域 ・符号)
口その他() 口その他()

回線速度(bps) 回線速度(bps)
通信手川頁 通信手順

口全銀 口その他() 口全銀 口その他()

アクセスポイントNo1() アクセスポィン}No1()

No2() No2()
回線種類 回線種類

口 公 衆 口DDX-C 口 公 衆 口DDX-C

口専用(帯 域 ・符号) 口専用(帯 域 ・符号)

口その他() 口その他()
回線速度(bps) 回線速度(bps)
通信手順 通信手順
口全銀 口その他() 口全銀 口その他()
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手 順 確 認 書(直1吉 の場合)

1.起 動 方 法

・弊 社 一ー一〉貴 社:□ 連 絡 モ ー ド ロ 照 会 モ ー ド

・弊 社 く一一一貴 社:□ 連 絡 モ ー ド ロ 照 会 モ ー ド

2.伝 送単位

口全業務データー括

口情報区分毎

3.全 銀制御電文

項 目 使用電文 弊 社 貴 社

センター確 認 コード 通信制御電文

パ ス ワー ド 通信制御電文

フ ァイル名 ファイル制 御 電 文 EIAJ標 準 に準拠

ファイルアクセスキー ファイル制 御 電 文

4.全 銀手 順 その他

・テキスト長/ブ ロッキング数:(バ イ})/(レ コード)

・圧縮:□ 可 □ 否

・サ イ クル 管理:□ あ り □ な し

・再送:ロ フ ァイ ル 全 体 ロ フ ァイル毎 ロ テ キ ス ト

・モ ー ド変更:□ 可 □ 否

・マルチファイルセッション:□ 可 □ 否

5.メ ッセ ー ジ グル ープ ヘ ッダー及 び デ ー タ内 の企 業 コー ド

項 目 使用電文 弊 社 貴 社

センターコード(12桁) メッセージグループヘッダー

発信者/受 信者
コー ド

メッセージグループヘッダー

お よ び データ * *

*:複 数 あ る時 は 、部 門 コー ド一 覧 表 を利 用 す る。
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手 順 確 認 書(VAN利 用の場合)

1.起 動方 法

・弊 社 一一>VAN:□ 連 絡 モ ー ド ロ 照 会 モ ー ド

・弊 社 く一 －VAN:□ 連 絡 モ ー ド ロ 照 会 モ ー ド

・弊社←一一>VAN

口全業務データー括

口情報区分毎

・貴社 〈一ー一>VAN

口 全 業務 デ ー ター 括

口 情 報 区分 毎

3.全 銀制御電文

項 目 使用電文 弊 社 貴 社

センター確 認 コード 通信制御電文

パ ス ワー ド 通信制御電文

フ ァイル名 ファイル制 御 電 文 EIAJ標 準 に準拠

ファイルアクセスキー ファイル制 御 電 文

4.全 銀 手順 そ の他

・テキス}長/カ ッキング数:(バ イ})/(レ コード)

・圧 縮:□ 可 □ 否

・サ イ クル管 理:□ あ り □ な し

・再 送:ロ フ ァイル 全 体 ロ フ ァイル毎 ロ テ キ ス ト

・モ ー ド変 更 □ 可 □ 否

・マルチファイルセッション ロ可 口 否

項 目 使用電文 弊 社 貴 社

センターコード(12桁) メッセージグループヘッヂ

所 属VANコ ー ド メッセージグループヘッダー

発信者/受 信者
コー ド

メッセージグループヘッダー

お よ び データ * *

*:複 数ある時 は、部 門 コー ド一覧表を利用する。

網掛 け ・取引先 に必要な情報 。
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部 門 コ ー ド一 覧 表

部 門 名
企業 コー ド

統 一 企 業 コ ー ド 部 門 コ ー ド

＼
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運 用 石径言忍書

1.連 絡 先

会 社

所 属

担 当者

TelNo

FaxNo

会 社

所 属

担 当者

TelNo

FaxNo

所 属

担 当者

TelNo

FaxNo

所 属

担 当者

TelNo

FaxNo

VAN会 社

所 属

担 当者

TelNo

FaxNo

VAN会 社

所 属

担 当者

TelNo

FaxNo
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2.タ イ ム チ ャ ー ト

ー

◎。
∨

ー

業 務 方向 弊社接続時間 貴社接続時間 頻 度 データ量 備 考

弊 一貴 回/D W M 件/回

弊 一貴 回/D W M 件/回

弊 一貴 回/D W M 件/回

弊 一貴 回/D W M 件/回

弊 一貴 回/D W M 件/回

弊 一貴 回/D W M 件/回

弊 一貴 回/D W M 件/回

弊 一貴 回/D W M 件/回

弊 一貴 回/D W M 件/回

弊 一貴 回/D W M 件/回

弊 一貴 回/D W M 件/回

弊 一貴 回/D W M 件/回

弊 一貴 回/D W M 件/回

弊 一貴 回/D W M 件/回

弊 一貴 回/D W M 件/回



3.運 用時間帯

4.運 用停止 日

5.運 用 スケ ジュール変更の連絡方法、連絡 日

6.ト ラブル時の再送

方式 口全 ファイル一括 □指定 フ ァイルの全デ一 夕 ロ未送信 レコー ド

再送依頼様式

再送時連絡ル ー ト →

7.配 信(送 付)済 みデータ保存期間 日間(EIAJ推 奨当 日内)

8.未 配信 データ保存期 間 日間(EIAJ推 奨15日 間)

9.MT保 存 データア クセス方式

ア クセス依頼様式

処理所要時間 依頼発行後

ア クセス依頼連絡ルー ト

時 間以内にア クセス可。

→

10.エ ラー コー ド

11.デ ー タエ ラー通 知方 法

12.エ ラー デ ー タ処 分 方法

13.責 任 分 界点Z手 順 によ る伝 送終 了 を もって 責 任 の移 転 とす る。

14.障 害 時 の 対 応手 順
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デ ー タ 確 認 書

業 務 情 報 種 別 メ ッ セ ー ジ

フ ォ ー マ ッ トNα

機 関 名 サブ機関名 情報区分 コー ド 版

1

項 目

NO.

項 目 名 必 属性(桁 数)
繰返数

発 注 者 項 目名 属 性 桁 数 受 注 者 項 目名 属 性 桁 数
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ー

テ ス ト ス ケ ジ ュ ー ル 表

月 日

テス ト内容 / / /

疎通 ・連動 ・実データ ・併行運用 ・本番を 日付入 りで明記 して くだ さい。



o

6.5電 子取引 シスデムの事例

本調査研究 を進め るに当た って は、現状 における電子取 引 システムの実態を把握 す るた

め、眼鏡 、家具、電子機 器の各業界にっいてその事例調査 を実施 した。以下その調査 結果

を参考までに載せ ることとした。

(1)眼 鏡

① システ ム化の状況

システム化以前 は、あまり販売 シェアの変化のなか った眼鏡製造業界 にあ って、

大手眼鏡 レンズ ・メーカーのA社 が昭和49年 に、問屋方式 を とって いる他 のメー

カー とは異な り、直販方式を メ リッ トに して受発注 データ交換オ ンライ ン ・システ

ムを稼働 させ、市場 占有率を大 きく伸ば した。 これ に対抗 す る形で 、他の大手 眼鏡

レンズ ・メーカー数社 も独 自にオ ンライン ・システムを構築 し、稼働 させた。

オ ンライ ン化 の メ リッ トは、 これ らによ り十分認識 されたが 、売場面積 が狭 い眼

鏡店 のなかには、いつ くかの操作方法の異 なる端末機が置かれ る こととな った。 こ

のよ うな状況のなかで 、メガネ ッ ト・グループ6社 は共同のオ ンライ ン ・システム

を構築す ることと した。

技術革新に伴 う半導体素子 の進歩 は、情報機器の低廉化 と小型化 を もた ら した。

特 に中小企業VAN、 通信事業 の民営化等 による通信の 自由化、高度ネ ッ トワー ク

化 、ハ ー ドウェアの低価格化 は企業その他 における情報処理 システムの 自由な展 開

を推進 し、戦 略的情報 システム(SIS)の 時代の到来を告 げて いる。SISは 企

業が情報 システムを用 いて、他社 より競争有利な経営環境 を作 り上 げることで あ り、

それ らは品質向上 、価格低下 、在庫削減等主 なもの は情報 システム化以前 の経営 目

標 を情報化によ って実現す ることであ り、在庫量の的確な把握 と生産調整 による在

庫極少化がその一例であ る。 しか し、情報武装による経営戦略 は、 これ らの無駄や

贅 肉の排除、省力化 に留 まらず、 データベ ース、市場予測 、消費動向に もとず くF

MSに よ る多品種化、情報力強化 によ る増力化等、新 しい観点か らの経営展開が図

られてい る。

コンピュータの値段が高 く、使 い難 い ものであった時代か ら、情報機器が企業 オ

ールメ ンバーの増力化の ツールとな った現代では
、衛星通信、ISDNを 駆使 した

EDIの 国際展開の時代へ と移 りつつある。今後、各業界で は業界特性 に応 じた状

況を踏 まえつつ、電子取引 システムの深化、高度化が実現 しっつあ る。 メガネ ッ ト

・システムにお いて も、電子取引の対象商品を レンズのみ な らず、 メガネフ レーム
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へ と年 々拡大 しつつあ り、情報サー ビス ・システ ムの一層 の強化が計画 されている。

② システムの形成

昭和61年 、眼鏡 レンズ ・メーカーが共 同で眼鏡受 発注オ ンライ ン ・システ ム

(メ ガネ ッ ト・システム)を 開発 し、ネガネ ッ ト協会の中にメガネ ッ ト・サー ビス

・センターを設 けて、従来取引関係のある問屋及び小売店 に端末機 を設置 して稼働

を開始 した。眼鏡 レンズ ・メーカー、問屋、小売店の この システムへの新規 の参加

は自由であ るが 、メガネ ッ ト協会への入会が必要であ り、入会 に際 して は理事会 に

よる審査があ る。 メガネ ッ ト協会は、営利を 目的 と しない任意団体で あ り、運営 費

用 は加入眼鏡 レンズ ・メーカーが分担 して負担 してお り、メガネ ッ ト・システムの

事務局 は、 メガネ ッ ト・サー ビス ・セ ンターが担当 している。加入者 は、眼鏡 レン

ズ ・メーカー8社 、眼鏡問屋約50社 、眼鏡店約500社 となっている。眼鏡店 で

は、眼鏡 に関す る発注デ ータの入力、送信 を行 うと、 メガネ ・セ ンターで は レンズ

作成の可能性、納期の チェ ックを行 うとともに、受注 フ ァイルに登録 して、眼鏡 店

へ作成 ・納期の受諾を回答する。VANの なかで は、受 注データを各 々の眼鏡 レン

ズ ・メーカーへ配信す る。

③ システム形態

電子取 引 システム類型の中で は、VANの 運営会社を持つVAN介 在型 ・フ ァイ

ル転送型 の類型である(図6-1を 参照)。 この システ ムは当初、 メガネ ッ トの専

用端末機 を採用 したオ ンライ ン ・システム、rメ ガネ ッ ト2000』 システムで始 まり、

ネ ッ トワー クによ る信 用 情報 システ ムのCATNETで 運 営す るrメ ガ ネ ッ ト

3000e』 、端末機をIBM5550と したrメ ガネ ッ ト3000i』 へ と発展 して きた。

VANはIBMの ネ ッ トワークであ るNMSを 使用 、プロ トコルは全銀手順、JC

A、 その他独 自の もの等 メーカー主導で行われている。取扱商品 は レンズ中心で、

度数、材質 、形、色 などの組合せで数十万種 におよぶ。取引当事者 は、メーカー、

問屋及び小売店であ り、発注者(問 屋又 は小売店)が メーカーのメールボ ックスに

発注デ ータを投入 し、 メーカーが それ を取 りに くる形態 とな っている。受注 データ

は返 されないが、問屋及 び小売店か らVANに 対 し受信確認が出来 る仕組み とな っ

ている。
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VAN運 営機関(丁)

メガネット.サ ービス ・セ ンター

受注者(甲) VAN(
発注者(乙1)

メ ー カ ー

受注

発注

受注確認

小売店

〔」

発注 受注確認

卸店

[⊃
発注者(乙2)

・受 発注 データ

・商品情報の提供

図6-1メ ガ ネ ッ トの システ ム形 態

(2)家 具

① システ ム化の状況

家具 は収納機能を もつ もので あるため、嵩 の割 りには低価格であ り、製造におけ

る付加価値 は余 り大 き くない。多品種少量見込生産の典型であ り、売れ残 りが多い

が、原材料が輸入材木であ る場合 も多 く、売れ筋商品の製造をただちに採用 しに く

い仕組み となって いる。 また、流通在庫が大変大 きいので、売上金回収 に時間を要

し金利 負担が掛か るとと もに、倉庫料 も無視 できない。売れ筋商品の把握 、売れ筋

在庫の確保、売れ筋商品の製造 とい う目的の もとに、情報分析を システム化す る必

要が ここにある。特 に見込み生産 である家具 においては、見込み違 いは致命的であ

る。

『日本優良家具販売共同組 合』では、商品情報分析、商品 マスター管理 、メーカ

ー93一



一の商品登録 と受発注 システムそ して小売店の トータル業務管理 システ ムを 目指 し

て システ ム構築を行 った。

上記組合 とい うボランタ リーチ ェーンにおいて、各小売店が商品 アイテ ムの売上、

価格帯等 の情報収集 を行 い、正確 な予測発注が可能 な情報装備を行い、チ ェー ン本

部においては売筋、価格 ライ ンの把握 をす ることが重要 となる。商品 は大変多品種

であるため、 これ ら各 々の予測は コンピュータにたよ らざ るを得ない。小売店か ら

の売れ筋情報を製造ヘ フ ィー ドバ ックし、 またメーカーのメニ ューを即 時的 にサー

ビス提供す るとともに、小売店 か らの発注をチ ェー ン本部で一元的に処理 しっっ受

発注を行 うのが この システム(図6-2を 参照)で あ る。

発注者(乙1)

発注者(乙2)

・受発注デー タ

・出荷予定データ

・商品 アイテム等

図6-2JNSの シス テ ム形 態

② システムの概要

在庫、売れ筋を正 確に把握 し、商品開発 に役立 てるとと もに、小売店での商品 ・

顧客管理 、買掛 ・入 金管理等を総合的に システ ム化 し、効率化す るとと もに、販売
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情報をチ ェー ン本部で総 合分析 しっっ、受発注処理を行 う トータル ・ネ ッ トワーク

・システムは以下のモ ジュールか ら構成 され る。

i.小 売 メ ンバ ー業務 トー タル ・システム(MOS)

・商品 コ ン トロール システムは、発注 システム、入荷 予定受信 システム、入荷

処理 システム、棚卸 しシステム、売上処理 システ ム、出荷処理 システム、マ

スター ・フ ァイル照会 システム、マス ター ・フ ァイル保守 システム、商品管

理資料分析 システムか ら構成 され る。

・顧客情報 システ ムは、仕入諸掛入力 システム、顧 客情報 チェ ックシー ト入力

システ ム、顧 客マス ター照会 システム、ブライダル管理 システム、新築情 報

管理 システ ム、顧客情報分析 システムか ら構成 される。

・仕入買掛管理 システムは、仕入買掛入力 システ ム、買掛実績表作成 システ ム、

支払いデ ータ入力 システム、支払 ・未払明細出力 システム、支払更新 システ

ム、本部送信処理 システムか ら構成 され る。

・売上入金管理 システムは、売上入金入力 システ ム、入金 マス ター更新処理 シ

ステ ム、請求書発行管理 システム、入金管理帳票作成 システム、売掛管理 帳

票作 成 システムか ら構成 され る。

li.本 部アプ リケー シ ョン ・システム

・ネ ッ トワーク ・コン トロール ・システムは、上記 『小売 メンバ ー業務 トー タ

ル ・システ ム』(MOS)と 次節 止のr仕 入先 メンバ ー(メ ーカー)受 注 シ

ステム』(MPS)と の送受信に関わ るもので、MOS発 注 データ受信 シス

テ ム、MOS発 注 デー タ送信 システム、MPSデ ー タ受信 システム、MPS

デ ータ送信 システムか ら構成 される。

・商品情 報 システムは、マスター照会 システム(商 品マスター、晶群品種 マス

ター、仕 入先マスター、 メンバー ・マスター)、 マスター保守 システムか ら

構成 され る。

・イ ンテ リジェン ト情報 システムは、発注デー タ分析 リポー ト、在庫効率分析

リポー ト、新商品分析 リポー ト、プライ ム商品分析 リポー ト、マ ンス リー分

析 リポー ト、プライス ・ゾーン分析 リポー ト・システムか ら構成 され る。

・業務 システムは、伝票、未入金、小売 メンバ ー別売上金額、仕入買掛 、仕入

実績 のデー タ入力 システム、総務管理 室出力帳票、共同出力帳票 、本部室帳

票 、VIVIホ ーム本部室帳票 、プ ロジェク ト本部帳票、サ ービス本部帳票

等 、管理帳票 出力業務 システ ムで構成 される。
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正.仕 入先 メンバ ー受注 システム(MPS)

・商品 マスター保守 システムは
、商品 マスター保守、登録商品管理表 出力、ネ

ッ トワー ク ・コン トロール ・マスター保守、ネ ッ トワーク送信受信処理等の

業務を行 う。

・受注処理 システムは、アイテ ム別 リス ト出力 、小売店別受注 リス ト、営業所

別受注 リス ト、納 品予定 日入 力処理 、受注残更新処理 、受注残管理帳票作成

処理等の業務を行 う。

・納 品書作成処理 システムは、統一伝票作成 データ入力、統一伝票出力処理の

業務を行 う。

・イ ンテ リジェン ト情報受信 システ ムは
、売れ筋 プライス分析 デー タ、自社商

品小売店在庫データ、非定型分析デー タの受信 を行 う。

(3)電 子機器製造業

① システムの概要

電子部品製造 メーカーのB社 は、液 晶等表示装 置、 カーエ レク トロニ クス製品等

多数の電子部品を製造する独立系 メーカーであ る。⑱ 日本電子機械工業会(EIA

J)に 属 し、受発注データの電子取引 をEIAJ取 引標準 に従 って実施 している。

VAN会 社を間に介在 してお り、 システム形態のパター ンと して は、rVAN会 社

介在型』にはい る(図6-3を 参 照)。 今の ところ手書文書 も併用 した受発注取 引

を行 っている。発注者であ るセ ッ ト・メーカー関連の数社のVAN会 社 と接続 して

受発注業務の電子取 引を行 ってい る。同社 は資材購入関係 も電子 データ化 している

が、 ここでは電子部品の受注者 と しての立場か ら取 り上 げ ることとす る。

注文 データに対 して は原則 と して注文請 データを送 らないが一社のみ先方の要望

によ り注文請 データを送 っている。受注 を拒否することはほ とん どな く、納期の折

衝 はあ り得 る。取引の種類 や数量が大 きく変化することは少 な く、場 合によ っては

内示注文があ り、 これを電子 データ化 して いるところ もある。納品書 が発注者 によ

ってバ ラバ ラであ り、手書納品書 も多 くある。電子データ化 は検収過程 までで、経

理 は別 とい う考え方である。

同社における受発注 データ交換の流れ は、次 の通 りであ る。

・発注 データは発注者側で指定 したVAN会 社のメール ボ ックスに送 られ
、受注

者側が一定時間に取 り出す。

・発注 に異議がある場合 は、電 話、面接 により折衝す る。 また、生産中止 、削減
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に伴 う発注 の変更 に対 してはあ る程度応ず るが、生産の進捗度合 いに応 じて補

償を求 める ことと してい る。

・発注者 によるダブ リ発注 は、納品扱 い(納 品書送付)と す る。

・納 品単位 ごとに検収デー タを貰い コ ンピュー タでチ ェックす る。受注者側デ ー

タとの相違点があれば リス トア ップ し、営業担 当が発注者側に赴 き原因を調べ

ることとしている。

・発注データは納品、代金支払完了 までホス ト・コンピュータに保存す る。

・発注 データ変更の場 合は、変更履歴 の記録を残 す ことと してい る。

② 運用上 の問題

ソフ トウェア ・バ グ、入力エ ラー、瞬断が発生 したほか は、通 信回線関係、VA

Nで の トラブルは発生 していない。

コー ドのなか には標準化 されていない もの もあ り、変換に時間が掛か るとともに

変換 ミス も起 こ りうる。 また、納品書 の標準化が早急 に進展す ることを望む。

運用上 の問題の多 くは人 間同士で話合 い、何 とか解決 してお り、法律を意識 した

ことはあま りない。

③ 契約関係

部品 メーカーとセ ッ トメーカー間の契約関係は、従来の商取 引に基づ く基本契約

のほかに、EIAJ標 準 によるオ ンライ ン基本契約、オ ンライ ン取 引に関わ る覚書 、

VAN利 用加入契約等 を締結 している。

受注者(甲) 発注者(乙)

部 品 メ ー カ ー

ー一
発注VAN(丙)

受注(=一=)

セ ッ ト

メ ー カ ー

ーー

ー一

発注`

←)・

一

・注文情報

・検収情 報

・生産情 報

(・確認 デー タ)

VAN会 社介在型の システム形態
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